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令和７年３月２７日判決言渡  

令和５年（行ウ）第１８５号 審査決定取消等請求事件 

主         文 

１ α市長が令和４年５月１日付けで原告に対してした別紙１物件目録記

載１ないし４の各土地に係る令和４年度の固定資産税及び都市計画税5 

の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

２ α市長が令和５年５月１日付けで原告に対してした別紙１物件目録記

載１ないし４の各土地に係る令和５年度の固定資産税及び都市計画税

の賦課決定処分をいずれも取り消す。 

３ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 10 

４ 訴訟費用は、これを４分し、その１を被告の負担とし、その余を原告

の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 主文第１項及び第２項と同旨 15 

 ２ α市固定資産評価審査委員会が令和５年６月２日付けで原告に対してした別

紙１物件目録記載１ないし４の各土地について固定資産課税台帳に登録された

令和４年度の価格に係る原告の審査の申出を棄却する旨の決定をいずれも取り

消す。 

 ３ α市固定資産評価審査委員会が令和５年９月２７日付けで原告に対してした20 

別紙１物件目録記載１ないし４の各土地について固定資産課税台帳に登録され

た令和５年度の価格に係る原告の審査の申出を却下する旨の決定をいずれも取

り消す。 

 ４ 被告は、原告に対し、２００万円を支払え。 

第２ 事案の概要 25 

   原告は、別紙１物件目録記載１ないし４の各土地（以下「本件各土地」とい
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う。）の共有持分権者であるところ、α市長から、本件各土地に係る令和４年度

及び令和５年度（以下「本件各年度」という。）の固定資産税及び都市計画税（以

下「固定資産税等」という。）の賦課決定処分（以下、年度順に「令和４年度賦

課決定処分」などといい、併せて「本件各賦課決定処分」という。）を受けた。

原告は、本件各年度の土地課税台帳に登録された本件各土地の価格（以下、年5 

度順に「令和４年度登録価格」などといい、併せて「本件各登録価格」という。）

につき、α市固定資産評価審査委員会（以下「本件委員会」という。）にそれぞ

れ審査申出をしたが、本件委員会は、令和４年度登録価格に係る審査申出につ

いてはこれを棄却する旨の決定を、令和５年度登録価格に係る審査申出につい

てはこれを却下する旨の決定をした（以下、併せて「本件各審査決定」という。）。 10 

   本件は、原告が、被告を相手に、①別紙１物件目録記載１及び３の画地は無

道路かつ不整形の土地であるところ、本件各登録価格の算定には、上記画地の

不整形地補正に係る想定整形地の設定に誤りがあるなどと主張して、本件各審

査決定の取消しを求め、②本件各賦課決定処分には、固定資産税等の負担調整

措置に係る地方税法附則の規定に従って本件各土地に係る課税標準額及び税額15 

を適正に算定していない違法があると主張して、本件各賦課決定処分の取消し

を求めるとともに、被告に対し、③本件委員会が本件各審査決定をしたこと及

びα市長が本件各賦課決定処分をしたことは国家賠償法上違法であると主張し

て、同法１条１項に基づき、弁護士費用相当損害金２００万円の支払を求める

事案である。 20 

 １ 関係法令等の定め 

  (1) 宅地の価格評価のあり方等 

   ア 地方税法（令和６年法律第４号による改正前のもの。以下同じ。）の定め 

(ｱ) 地方税法３４９条１項は、基準年度（昭和３１年度及び昭和３３年度

並びに昭和３３年度から起算して３年度又は３の倍数の年度を経過し25 

たごとの年度をいう。同法３４１条６号）に係る賦課期日（当該年度の
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初日の属する年の１月１日。同法３５９条）に所在する土地に対して課

する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地の基準年度に係る賦

課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳（以下「土地

課税台帳等」という。）に登録されたもの（以下、これらの台帳に登録

された価格を「登録価格」という。）とする旨規定し、同法３４１条５5 

号は、上記「価格」とは、適正な時価をいう旨規定する。 

    また、地方税法３４９条２項柱書き本文は、基準年度の土地に対して

課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地に係る基準年度の

固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする旨規定し、同項ただし書及び同項１号は、基準年度の土10 

地に対して課する第二年度の固定資産税の賦課期日において、地目の変

換その他これに類する特別の事情があるため、基準年度の固定資産税の

課税標準の基礎となった価格によることが不適当であると市町村長が

認める場合には、当該土地に対して課する第二年度の固定資産税の課税

標準は、当該土地に類似する土地の基準年度の価格に比準する価格で土15 

地課税台帳等に登録されたもの（以下「比準価格」という。）とする旨

規定する。 

 そして、地方税法３４９条３項本文は、基準年度の土地に対して課す

る第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地に係る基準年度の固定

資産税の課税標準の基礎となった価格（第二年度において同条２項ただ20 

し書に掲げる事情があったため、同項ただし書の規定によって当該土地

に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある

場合においては、当該価格とする。）で土地課税台帳等に登録されたも

のとする旨規定する。 

(ｲ) 地方税法３８８条１項前段は、総務大臣は、固定資産の評価の基準並25 

びに評価の実施の方法及び手続（以下「固定資産評価基準」という。）
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を定め、これを告示しなければならない旨規定する。 

   イ 固定資産評価基準（甲９、１４、乙３５） 

    (ｱ) 宅地の評価 

基準年度である令和３年度に適用される固定資産評価基準（昭和３８

年自治省告示第１５８号。ただし、令和５年総務省告示第３８５号によ5 

る改正前のもの。以下「評価基準」という。）第１章第３節一は、宅地の

評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点１点当

たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとする

旨定め、同二は、各筆の宅地の評点数は、市町村の宅地の状況に応じ、

主として市街地的形態を形成する地域における宅地については「市街地10 

宅地評価法」によって付設するものとする旨定める。 

そして、評価基準第１章第３節二(一)１は、市街地宅地評価法による

宅地の評点数の付設の順序について、①市町村の宅地を商業地区、住宅

地区、工業地区、観光地区等に区分し、当該各地区について、その状況

が相当に相違する地域ごとに、その主要な街路に沿接する宅地のうちか15 

ら標準宅地を選定し、②その標準宅地について、売買実例価額から評定

する適正な時価を求め、これに基づいて当該標準宅地の沿接する主要な

街路について路線価を付設し、これに比準して主要な街路以外の街路

（その他の街路）の路線価を付設し、③その路線価を基礎とし、「画地計

算法」（別表第３）を適用して、各筆の宅地の評点数を付設するものとし20 

ている。 

(ｲ) 各筆の宅地の評点数の付設 

評価基準第１章第３節二(一)４は、各筆の宅地の評点数は、路線価を

基礎とし、「画地計算法」を適用して付設するものとし、この場合におい

て、市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」25 

の附表等につき、所要の補正をして、これを適用するものとする旨定め
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る。 

また、評価基準別表第３の１は、各筆の宅地の評点数は、各筆の宅地

の立地条件に基づき、路線価を基礎とし、画地計算法として、①奥行価

格補正割合法、②側方路線影響加算法、③二方路線影響加算法及び④不

整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等評点算出法をそれぞれ適用して5 

求めた評点数によって付設するものとする旨定める。そして、同別表第

３の２は、各筆の宅地の評点数は、一画地の宅地ごとに画地計算法を適

用して求めるものとし、この場合において、一画地は、原則として、土

地課税台帳等に登録された一筆の宅地によるものとする旨、ただし、一

筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等10 

からみて、これを一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこ

れらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分

の宅地ごとに一画地とする旨定める。 

        (ｳ) 不整形地の評点算出法 

      評価基準別表第３の７(1)は、不整形地（三角地及び逆三角地を含む。）15 

の価額については、奥行価格補正割合法等によって計算した単位当たり

評点数に「不整形地補正率表」（附表４）によって求めた不整形地補正率

を乗じて当該不整形地の単位地積当たり評点数を求めるものとする旨

定め（以下、この補正を「評価基準上の不整形地補正」という。）、同別

表第３の附表４は、不整形地補正率は次の表のとおりとする旨定める。 20 

地区区分 

 

蔭地割合 

高度商業地区（Ⅰ、Ⅱ）、繁

華街地区、普通商業地区、併

用住宅地区、中小工場地区 

普通住宅地区、家内工業地

区 

１０％未満 １．００ １．００ 

１０％以上２０％未満 ０．９８ ０．９６ 

２０％以上３０％未満 ０．９６ ０．９２ 
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３０％以上４０％未満 ０．９２ ０．８８ 

４０％以上５０％未満 ０．８７ ０．８２ 

５０％以上６０％未満 ０．８０ ０．７２ 

６０％以上 ０．７０ ０．６０ 

      そして、評価基準別表第３の附表４（注１）は、蔭地割合は、評価対

象画地を囲む、正面路線に面する矩形又は正方形の土地（以下「想定整

形地」という。）の地積を算出した上で、次の算式により、算出する旨定

める。 

     （算式） 5 

蔭地割合＝（想定整形地の地積－評価対象画地の地積）／想定整形

地の地積 

       また、評価基準別表第３の附表４（注３）は、蔭地割合方式によらな

い場合の不整形地補正率の適用に当たっては、当該画地が所在する用途

地区の標準的な画地の形状・規模からみて、不整形度（「普通」から「極10 

端に不整形」まで）を判断して、次の表により、不整形地補正率を定め

ることができるものとする旨定める。 

    地区区分 

 

不整形度 

高度商業地区（Ⅰ、Ⅱ）、繁

華街地区、普通商業地区、併

用住宅地区、中小工場地区 

普通住宅地区、家内工業地

区 

普通 １．００ １．００ 

やや不整形 ０．９５ ０．９０ 

不整形 ０．８５ ０．８０ 

相当に不整形 ０．８０ ０．７０ 

極端に不整形 ０．７０ ０．６０ 

   (ｴ) 無道路地の評点算出法 

     評価基準別表第３の７(2)は、無道路地の評点算出法につき、原則として、
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当該無道路地を利用する場合において、その利用上最も合理的であると認

められる路線の路線価に奥行価格補正率表（附表１）によって求めた補正

率、通路開設補正率表（附表９）によって求めた補正率及びその無道路地

の近傍の宅地との均衡を考慮して定める無道路地補正率（下限０．６０）

を乗じて１㎡当たりの評点数を求め、これに当該無道路地の地積を乗じて5 

評点数を求めるものとする旨定め（以下、この補正を「無道路地補正」と

いう。）、同別表の附表９は、通路開設補正率表は次のとおりとする旨定め

る。 

奥行 

（近い奥行） 

１０ｍ以下 １０ｍ超２０

ｍ以下 

２０ｍ超３０

ｍ以下 

３０ｍ超 

補正率 ０．９ ０．８ ０．７ ０．６ 

   ウ α市固定資産事務取扱要領（甲１０、１１、乙５、６） 

     α市総務部資産税課が作成した「令和３年度固定資産事務取扱要領（土10 

地）」（以下「事務取扱要領」という。）の第１編（評価）のうち、第７章第

２節２(7)⑪は、無道路地評点算出法につき、直接街路に接していない画地

は、出入りが不便なこと等から一般的にその利用価値は減少することにな

るところ、無道路地は実際には他の土地の一部を通路として街路に接続し

ているものであるから、街路への通路の実態を調査し、「無道路地補正率表」15 

（別表１０）によって求めた補正率でその評点数を補正する旨定める。 

     そして、事務取扱要領の第２編（事務処理）の第３章第１節別表１０は、

無道路地の補正率表を定めているところ、このうち区分「通行可」につい

ては、その補正率は、「遠い奥行」距離による奥行価格補正率に０．７を乗

じて定めることとし、「筆固有の奥行補正」については「無」とされている20 

一方で、「不整形地補正」については「有」とされている。 

  (2) 土地に関する固定資産税等の負担調整措置 

   ア 負担水準及び比準課税標準額の意義 
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     地方税法附則１７条８号柱書き、同号イ及びロは、固定資産税等に係る

負担水準とは、土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額（令和３年

度から令和５年度までの各年度において新たに固定資産税を課することと

なる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地

〔令和４年度及び令和５年度に係る賦課期日において地目の変換等がある5 

ものについては、比準価格により価格評価されたものに限る。〕については、

当該土地の比準課税標準額）を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て地方税法３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下、この額のことを「特例10 

適用額」という。）で除して得た数値をいう旨規定する。 

     そして、地方税法附則１７条７号は、比準課税標準額とは、土地につい

て、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、

当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するも

の（以下「類似土地」という。）の前年度課税標準額（固定資産税にあって15 

は、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計

画税にあっては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額

とする。）を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう旨規定する。 

イ 宅地等に関する固定資産税の負担調整措置 20 

地方税法附則１８条１項は、宅地等（農地以外の土地をいう。同法附則

１７条２号）に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産

税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（令和

４年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に25 

係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等については、令和４年度
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につき、「当該宅地等の同年度の比準課税標準額」をいい、令和５年度につ

き、「当該宅地等の同年度の前年度課税標準額」をいう。同条６項柱書き、

同項３号柱書き、同号イ及びロ）に、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について地方税法３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であると5 

きは、特例適用額。以下同じ。）に１００分の５（商業地等〔宅地等のうち

住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地をいう。同法附則１７条４号〕に係

る令和４年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）を乗じて得

た額を加算した額を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定資10 

産税額」という。）を超える場合は、当該宅地等調整固定資産税額とする旨

規定する。 

また、地方税法附則１８条３項は、同条１項の規定の適用を受ける宅地

等に係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等調整固定資産税額は、当

該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税15 

の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額を当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする旨規定する。 

   ウ 宅地等のうち商業地等に関する固定資産税の負担調整措置 20 

     地方税法附則１８条２項は、同条１項の適用を受ける商業地等に係る令

和４年度分及び令和５年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調

整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産25 

税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす
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る旨規定する。 

     また、地方税法附則１８条４項は、商業地等のうち当該商業地等の当該

年度の負担水準が０．６以上０．７以下のものに係る令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の額は、同条１項の規定にかかわらず、

当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課5 

税標準額（この意義については、同条１項の場合と同じ。）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額（商業地等据置固定資産税額）とする旨規定する。 

     そして、地方税法附則１８条５項は、商業地等のうち当該商業地等の当

該年度の負担水準が０．７を超えるものに係る令和３年度から令和５年度10 

までの各年度分の固定資産税の額は、同条１項の規定にかかわらず、当該

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（商業地等調整固定

資産税額）とする旨規定する。 15 

   エ 宅地等に係る都市計画税の負担調整措置 

     宅地等に係る都市計画税の負担調整措置についても、固定資産税に係る

前記イ及びウ記載の負担調整措置と同様の規定が設けられている（地方税

法附則２５条参照）。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いがないか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容20 

易に認められる事実。なお、証拠番号は特記なき限り枝番号を含む。） 

  (1) 原告（甲１、２） 

    原告は、本件各土地の共有持分（持分割合１０分の９）を有している者で

あり、本件各年度における本件各土地の固定資産税等の納税義務者である。 

  (2) 本件各土地及びこれに関する画地認定の変更（甲１、２、１３、乙７、８） 25 

   ア 本件各土地は、α市β〇丁目内に所在する２筆の土地（以下、その地番
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により「γの土地」及び「δの土地」という。）からなるところ、本件各土

地については、平成２７年１２月２８日の時点で、筆界にまたがって、そ

の東側の一画が住宅の敷地として使用され、その余の部分が駐車場の敷地

として使用されており、本件各土地に係る登録価格の算定に際しては、こ

れらの住宅敷地及び駐車場敷地をそれぞれ一画地として価格評価が行われ5 

ていた。 

   イ α市長は、令和３年１２月２８日までに、本件各土地の東側の住宅敷地

と駐車場敷地との境界として設置されていたコンクリートブロックが除去

されたことにより、本件各土地につき現況の変化があったことを理由とし

て、令和４年度の賦課期日（令和４年１月１日）時点における本件各土地10 

の画地認定につき、従前、δの土地のうち住宅の敷地の一部と認定してい

た通路部分を、駐車場の敷地の一部へとその認定を変更する旨の画地認定

及び地積認定の変更（以下「本件画地認定変更」という。その概要につい

ては、別紙３「α市β〇丁目γ及びδ 地番図・画地認定」〔乙８〕参照）

をした。 15 

本件画地認定変更後の本件各土地を構成する画地（合計２画地）の形状

等は、別紙２「土地概要図（βの土地）」のとおりであり（以下、同別紙の

うち、「β東側住宅」と表記された青色着色部分の画地〔別紙１記載１及び

３の各土地。地積２１４．８０㎡〕を「本件住宅画地」といい、「β駐車場」

と表記された黄色着色部分の画地（別紙１記載２及び４の各土地。地積４20 

７９．４３㎡〕を「本件駐車場画地」という。）、本件画地認定変更により、

本件住宅画地は、路線に面する通路部分を有する画地とされていたものが、

路線に面しない無道路地とされることとなった。 

    (3) 本件各登録価格の決定（甲５、６） 

   ア α市長は、令和４年４月１日付けで、本件各土地の令和４年度（第二年25 

度）の登録価格（令和４年度登録価格）について、本件住宅画地につき合
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計３０４５万６９２１円（別紙１記載１〔別紙２のＴ１部分〕につき２９

６３万４５２８円、別紙１記載３〔別紙２のＴ２部分〕につき８２万２３

９３円）とし、本件駐車場画地につき合計８８００万８９６５円（別紙１

記載２〔別紙２のＴ３部分〕につき５６９０万６７００円、別紙１記載４

〔別紙２のＴ４部分〕につき３１１０万２２６５円）とする旨決定した（以5 

下、本件住宅画地に係る令和４年度の登録価格を「令和４年度住宅画地登

録価格」という。）。 

     令和４年度登録価格については、令和４年度の固定資産税の賦課期日に

おける本件各土地の現況につき、上記(2)イのとおり本件画地認定変更が行

われたため、地方税法３４９条２項ただし書により、比準価格により定め10 

られた（関係法令等の定め(1)ア(ｱ)参照）。令和４年度登録価格の詳細な算

出過程は別紙４記載１のとおりであるところ、本件住宅画地については、

評価基準及び事務取扱要領に基づく無道路地補正（関係法令等の定め(1)イ

(ｴ)及びウ）のほか、本件住宅画地が不整形であることに基づく補正（別紙

４の１(2)ア(ｲ)参照。以下「本件不整形地補正」という。）も行われた。本15 

件不整形地補正において、本件住宅画地の蔭地割合を算定するための想定

整形地は、別紙５「想定整形地」の実線で囲まれた範囲の土地（以下「本

件想定整形地」という。）とされた。 

   イ α市長は、令和５年４月３日付けで、本件各土地の令和５年度（第三年

度）の登録価格（令和５年度登録価格）を決定した。令和５年度登録価格20 

の決定に際しては、地方税法３４９条３項本文の規定により、第二年度で

ある令和４年度の登録価格（令和４年度登録価格）が据え置かれた（別紙

４記載２参照）。 

  (4) 本件各賦課決定処分（甲３、４） 

   ア α市長は、令和４年５月１日付けで、原告に対し、本件各土地に係る令25 

和４年度の固定資産税等の賦課決定処分（令和４年度賦課決定処分）をし
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た。令和４年度賦課決定処分に係る固定資産税等の額は、本件住宅画地に

つき合計９万６４６５円（別紙１記載１〔別紙２のＴ１部分〕につき９万

３８６１円、別紙１記載３〔別紙２のＴ２部分〕につき２６０４円）、本件

駐車場画地につき合計７９万０４４２円（別紙１記載２〔別紙２のＴ３部

分〕につき５１万１１０１円、別紙１記載４〔別紙２のＴ４部分〕につき5 

２７万９３４１円）であった。 

     上記税額の算定過程は別紙４記載３のとおりであるが、α市長は、本件

各土地に係る令和４年度の固定資産税等の課税標準額の算定において、地

方税法附則が定める固定資産税等の負担調整措置（関係法令等の定め(2)イ

～エ）を適用する前提となる本件各土地の前年度の課税標準額につき、い10 

わゆる「運用上のみなし方式」（地目の変換等があった後のそれぞれの土地

につき、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮

定した場合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地

目の変換等があった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法をい

う。以下同じ。）を用いて算定した（別紙４記載３(1)参照）。 15 

   イ α市長は、令和５年５月１日付けで、原告に対し、本件各土地に係る令

和５年度の固定資産税等の賦課決定処分（令和５年度賦課決定処分）をし

た。令和５年度賦課決定処分に係る固定資産税等の額は、本件住宅画地に

つき合計１０万１８９１円（別紙１記載１〔別紙２のＴ１部分〕につき９

万９１４１円、別紙１記載３〔別紙２のＴ２部分〕につき２７５０円）、本20 

件駐車場画地につき合計８６万５２４８円（別紙１記載２〔別紙２のＴ３

部分〕につき５５万９４７１円、別紙１記載４〔別紙２のＴ４部分〕につ

き３０万５７７７円）であった。 

     上記税額の算定過程は、別紙４記載４のとおりであり、その課税標準額

については、上記アの方法で計算された本件各土地の令和４年度（前年度）25 

の課税標準額を基礎として、地方税法附則１８条６項３号ロ及び同条１項
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により算定された（関係法令等の定め(2)イ及びエ、別紙４記載４(1)参照）。 

    (5) 本件各審査決定（甲７、８） 

   ア 原告は、令和４年７月２５日、令和４年度登録価格につき不服があると

して、本件委員会に対し審査の申出をしたところ、本件委員会は、令和５

年６月２日付けで、上記審査申出を棄却する旨の決定をし、原告は、同月5 

１１日、その決定書謄本を受領した。 

   イ 原告は、令和５年７月２６日、令和５年度登録価格に不服があるとして、

本件委員会の審査の申出をしたところ、本件委員会は、同年９月２７日付

けで、上記審査申出を却下する旨の決定をした。 

    (6) 本件各賦課決定処分に対する審査請求（弁論の全趣旨） 10 

    原告は、令和４年７月２２日に令和４年度賦課決定処分について、令和５

年７月２４日に令和５年度賦課決定処分について、それぞれα市長に対し審

査請求を行った。 

  (7) 本件訴えの提起（顕著な事実、弁論の全趣旨） 

 原告は、令和５年１２月５日、本件訴えを提起した。 15 

 なお、上記(6)の各審査請求に対する裁決は、本件訴え提起の時点でされて

いなかった。 

 ３ 本件各登録価格及び固定資産税等の金額の計算の算定過程 

   本件各登録価格及び本件各土地に係る本件各年度の固定資産税等の金額の算

定過程は、別紙４記載のとおりである。 20 

その計算の根拠となる金額及び計算方法は、後記４の争点に関する部分を除

き、当事者間に争いがない。 

 ４ 争点 

  (1) 本件各審査決定の取消請求関係 

本件住宅画地に係る価格評価の適法性（争点１） 25 

   ア 無道路かつ不整形の土地につき評価基準上の不整形地補正を行うことを
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要するか 

   イ 令和４年度住宅画地登録価格は評価基準によって決定された価格といえ

るか 

(2) 本件各賦課決定処分の取消請求関係 

本件各土地の課税標準額の算定の適法性、すなわち、本件各土地の令和４5 

年度の課税標準額の算出に当たり、いわゆる「運用上のみなし方式」を用い

たことの適否（争点２） 

(3) 国家賠償請求関係 

 ア 本件委員会が本件各審査決定をしたこと及びα市長が本件各賦課決定処

分をしたことの国家賠償法上の違法性及び過失（争点３） 10 

 イ 損害の発生及びその額（争点４） 

 ５ 争点に関する当事者の主張 

   別紙７「争点に関する当事者の主張」記載のとおり。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 争点１（本件住宅画地の価格評価の適法性）について 15 

  (1) 登録価格の決定の適法性の判断枠組み 

ア 地方税法は、土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準を、

当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土

地補充課税台帳に登録されたものとし（３４９条１項）、上記の価格とは

「適正な時価」をいうと定めている（３４１条５号）ところ、上記の適正20 

な時価とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、

客観的な交換価値をいうと解される。したがって、土地の基準年度に係る

賦課期日における登録価格が同期日における当該土地の客観的な交換価

値を上回れば、その登録価格の決定は違法となる（最高裁平成１５年６月

２６日第一小法廷判決・民集５７巻６号７２３頁参照）。 25 

イ また、地方税法は、固定資産税の課税標準に係る固定資産の評価の基準
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並びに評価の実施の方法及び手続を総務大臣の告示に係る評価基準に委

ね（３８８条１項）、市町村長は、評価基準によって、固定資産の価格を決

定しなければならないと定めている（４０３条１項）。これは、全国一律の

統一的な評価基準による評価によって、各市町村全体の評価の均衡を図り、

評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消するために、固定5 

資産の価格は評価基準によって決定されることを要するものとする趣旨

であると解され（前掲最高裁平成１５年６月２６日第一小法廷判決参照）、

これを受けて全国一律に適用される評価基準として昭和３８年自治省告

示第１５８号が定められ、その後数次の改正が行われている。これらの地

方税法の規定及びその趣旨等に鑑みれば、固定資産税の課税においてこの10 

ような全国一律の統一的な評価基準に従って公平な評価を受ける利益は、

適正な時価との多寡の問題とは別にそれ自体が地方税法上保護されるべ

きものということができる。したがって、土地の基準年度に係る賦課期日

における登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合には、

同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回15 

るか否かにかかわらず、その登録価格の決定は違法となるものというべき

である。 

ウ そして、地方税法は固定資産税の課税標準に係る適正な時価を算定する

ための技術的かつ細目的な基準の定めを総務大臣の告示に係る評価基準

に委任したものであること等からすると、評価対象の土地に適用される評20 

価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合

理性を有するものであり、かつ、当該土地の基準年度に係る賦課期日にお

ける登録価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでな

い場合には、その登録価格は、その評価方法によっては適正な時価を適切

に算定することのできない特別の事情の存しない限り、同期日における当25 

該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと
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推認するのが相当である（最高裁平成１５年７月１８日第二小法廷判決・

集民２１０号２８３頁、最高裁平成２１年６月５日第二小法廷判決・集民

２３１号５７頁参照）。 

エ 以上に鑑みると、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格の決

定が違法となるのは、当該登録価格が、①当該土地に適用される評価基準5 

の定める評価方法に従って決定される価格を上回るとき（上記イの場合）

であるか、あるいは、②これを上回るものではないが、その評価方法が適

正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものではなく、又

はその評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない

特別の事情が存する場合（上記ウの推認が及ばず、又はその推認が覆され10 

る場合）であって、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての

適正な時価を上回るとき（上記アの場合）であるということができる（以

上につき、最高裁平成２５年７月１２日第二小法廷判決・民集６７巻６号

１２５５頁参照）。以上の理は、第二年度又は第三年度における評価替え

を行うべき場合（地方税法３４９条２項ただし書又は３項ただし書により15 

比準価格を算定すべき場合）の登録価格についても同様である。 

   オ そして、各市町村等において、評価基準の内容を具体化する評価要領等

が定められている場合、その評価要領等の内容が、評価基準を具体化する

ものとして一般的な合理性を有する場合には、これらの評価要領等に従っ

た評価は、評価基準に従ったものということができると解される（前掲最20 

高裁平成２１年６月５日第二小法廷判決参照）。 

  (2) 無道路かつ不整形の土地につき評価基準上の不整形地補正を行うことを要

するかについて 

   ア はじめに 

     本件では、本件各登録価格の適否に関し、無道路かつ不整形の土地であ25 

る本件住宅画地につき、本件不整形地補正の際に設定された本件想定整形
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地の適否が争われているが、その前提として、無道路かつ不整形の土地に

つき、不整形であることによる減価補正を行う場合のその補正の位置付け

（評価基準上の不整形地補正として行われるべきものか、評価基準上の所

要の補正として行われるべきものか）が争われているので、まずこの点に

ついて検討する。 5 

イ 無道路地に対する評価基準上の不整形地補正の適用の可否 

  評価基準別表第３の７(1)（不整形地の評点算出法）は、不整形地（三角

地及び逆三角地を含む。）の価額について、奥行価格補正割合法等によって

計算した単位当たり評点数に「不整形地補正率表」（同別表の附表４）によ

って求めた不整形地補正率を乗じて当該不整形地の単位地積当たりの評10 

点を求めるものとする旨定める（関係法令等の定め(1)イ(ｳ)参照）。 

  しかるところ、評価基準別表第３の７(1)（不整形地の評点算出法）にお

いて図示されている不整形地の具体例（評価基準別表第３の７(1)②ア～

ウ、例題８～１１）は、いずれも路線に接する画地であり、無道路地を想

定した具体例は見当たらないし、無道路地についてどのように不整形地補15 

正を行うか（蔭地割合方式を用いることができるか、これができるとした

場合に、想定整形地をどのように設定すべきかなど）は、評価実務上大い

に疑義があり得るにもかかわらず、その具体的な方法が何ら示されていな

いことからすると、評価基準上の不整形地補正は、そもそも無道路地を想

定していないものと解される。このような理解は、令和３年発行の固定資20 

産税務研究会編「固定資産評価基準解説（土地篇）」（乙２２、２３。以下

「評価基準解説」という。）が、不整形地とは、「原則として普通地、準普

通地、正台形地、正Ｌ字形地及び路線となす角が大きい平行四辺形地等を

除いたもので、路線に一辺又は数辺が接する多辺数形の画地」をいうと解

説していること（２５７頁。なお、「原則として」の語は、その後に読点が25 

ないことから、「普通地…等を除いたもの」を修飾するものと解される。も
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し、無道路地が含まれるのであれば、「路線に一辺又は数辺が接する」との

記載は不要なはずである。）からも裏付けられる。 

また、評価基準別表第３の７(2)（無道路地の評点算出法）は、原則とし

て、当該無道路地を利用する場合において、その利用上最も合理的である

と認められる路線の路線価に奥行価格補正率表（附表１）によって求めた5 

補正率、通路開設補正率表（附表９）によって求めた補正率及びその無道

路地の近傍の宅地との均衡を考慮して定める無道路地補正率（下限０．６

０）を乗じて１㎡当たりの評点数を求め、これに当該無道路地の地積を乗

じてその評点数を求めるものとする旨定める（関係法令等の定め(1)イ(ｴ)

参照）。このように、評価基準別表第３の７(2)（無道路地の評点算出法）10 

は、無道路地の形状が不整形である場合につき、評価基準上の不整形地補

正を適用すべきものとはしていないし、評価基準解説にもそのような記載

は見当たらない。 

  これらによれば、評価基準上の不整形地補正は、無道路地を想定した定

めではないと解すべきであり、無道路かつ不整形の土地につき、評価基準15 

上の不整形地補正の適用はないと解するのが相当である。 

ウ 事務取扱要領の記載の位置付け 

  ところで、α市総務部資産税課が作成した事務取扱要領の第２編（事務

処理）の第３章第１節の別表１０（無道路地の補正率表）のうち、区分「通

行可」については、「不整形地補正」について「有」とされている（関係法20 

令等の定め(1)ウ参照）。上記イのとおり、無道路地について、評価基準上

の不整形地補正の適用はないと解されるから、かかる記載は、無道路地に

つき、評価基準上の不整形地補正を適用する趣旨ではなく、宅地の状況に

応じ、必要があるときに実施される「所要の補正」（評価基準第１章第３節

二（一）４。関係法令等の定め(1)イ(ｲ)参照）として、当該土地の形状が25 

不整形であることに伴う減価補正を行うべきことを定める趣旨であると
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解される。 

  したがって、α市長が、本件住宅画地につき、事務取扱要領の記載に基

づいて行った本件不整形地補正は、評価基準上の不整形地補正として行っ

たものではなく、評価基準上の「所要の補正」としての減価補正を行った

ものと解される。 5 

エ 原告の主張について 

 (ｱ) 原告は、評価基準においては、不整形地の評点算出法以外では、画地

の形状が矩形であることを前提に補正率や加算率を乗じて１㎡当たり

の評点を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めること

としていることからすれば、当該画地が不整形地である場合には、別途10 

評価基準上の不整形地補正の適用があることが当然であり、このことは、

①評価基準上、側方路線影響加算法や二方路線影響加算法についての記

載においても、不整形地補正について触れていないところ、側方路線や

二方路線の場合にも評価基準上の不整形地補正の適用があるにもかか

わらず、無道路地の場合にのみ評価基準上の不整形地補正を行わないこ15 

とは不自然であること、②評価基準上、間口が狭小な宅地等の評点算出

の場合に、評価基準上の不整形地補正や無道路地補正の適用がないこと

が明記されている一方で、評価基準上の不整形地補正に関する記載にお

いては、特に無道路地を除外する旨の記載がされていないことからも裏

付けられる旨主張する。 20 

   しかし、前記イで述べたとおり、評価基準上の「不整形地」について

は、当該画地が路線に接していることが前提とされているというべきで

あり、側方路線や二方路線の場合に評価基準上の不整形地補正の適用が

あるからといって、無道路地の場合に評価基準上の不整形地補正を行わ

ないことは不自然ではないし（上記①）、無道路地を除外する旨の記載が25 

ないからといって、無道路地につき評価基準の不整形地補正を行うべき
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趣旨を見出すこともできない（上記②）。また、無道路かつ不整形の土地

につき評価基準上の不整形地補正を適用すべきことが、評価基準の趣旨

に照らして当然であるともいえない。 

   したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。 

  (ｲ) 原告は、無道路かつ不整形の土地についても評価基準上の不整形地補5 

正の適用があることを前提に、①このような土地についても評価基準ど

おりに蔭地割合を求める必要があり、正面路線に面する想定整形地を設

定すべきであるとか、②仮に想定整形地の設定方法について評価基準に

別段の定めがないとしても、相続税の財産評価と同様に、正面路線に面

する想定整形地を設定すべきなどと主張する。 10 

   しかし、前記イで述べたとおり、無道路地について、評価基準上の不

整形地補正の適用はないというべきであるから、上記主張はいずれもそ

の前提を欠くものであって採用することができない。また、評価基準上

の不整形地補正の適用はないから、想定整形地の設定方法が評価基準ど

おりでないからといって、租税法律主義に抵触するものではない。 15 

   なお、無道路かつ不整形の土地につき所要の補正として行う不整形地

補正（本件不整形地補正）において、正面路線に面しない想定整形地を

設定する方法に合理性があるか（正面路線に面する想定整形地を設定す

る必要があるか）については、後記(3)において検討する。 

  (3) 本件住宅画地の令和４年度の登録価格は評価基準によって決定された価格20 

といえるかについて 

   ア 「所要の補正」と「評価基準によって決定された価格」との関係 

評価基準第１章第３節二（一）４は、市街地宅地評価法による宅地の評

点数の付設につき、「各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、『画地計

算法』を適用して付設するものとする。この場合において、市町村長は、25 

宅地の状況に応じ、必要があるときは、『画地計算法』の附表等について、
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所要の補正をして、これを適用するものとする。」と定めている（関係法令

等の定め(1)イ(ｲ)参照）。このような「所要の補正」は、単なる便宜的な取

扱いではなく、評価基準が定める評価方法の一つであって、「所要の補正」

として行われた個別の補正が、当該土地の特別の価格事情による影響を踏

まえ、評価の均衡を確保するものとして合理性があるといえる場合には、5 

当該補正は評価基準に従ったものと評価することができ、当該補正を経て

算出された当該土地の登録価格は、評価基準によって決定された価格であ

ると認められるものと解される。 

そして、α市長が行った本件不整形地補正につき、不整形地補正を行う

こと自体の合理性は争われていないと考えられるので、以下、その補正の10 

方法（想定整形地の設定方法）の合理性について検討する。 

   イ 本件不整形地補正の方法（想定整形地の設定方法）の合理性 

     α市長が行った本件不整形地補正は、無道路地である本件住宅画地につ

いて、本件住宅画地を囲み、本件住宅画地のうち評価上使用する路線に対

し最有効利用となる部分（事務取扱要領上の無道路地の「間口」。すなわち、15 

本件住宅画地のうち評価上使用する路線に最も近い部分）に面する矩形を

想定整形地（本件想定整形地。別紙５参照）として、かかる本件想定整形

地の地積に基づき、評価基準上の不整形地補正の場合と同様に蔭地割合（２

１％）を算出し、これに、評価基準上の不整形地補正に係る蔭地割合方式

による不整形地補正率表（評価基準別表第３の附表４）を当てはめて、補20 

正率（０．９６）を算出するというものである（別紙４の１(2)ア(ｲ)参照）。 

     このような本件不整形地補正の方法（想定整形地の設定方法）は、無道

路かつ不整形の土地について、評価基準の定める蔭地割合方式による不整

形地補正率の決定方法に準じて、評価対象画地そのものを囲む想定整形地

を設定し、これに基づく蔭地割合を算定してその不整形度を測定し、これ25 

に基づく減価補正を行うものであって、無道路かつ不整形の土地につき、
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その特別の価格事情による影響を踏まえ、他の不整形でない無道路地や路

線に面する不整形地等との評価の均衡を確保するものとして合理性がある

といえる（なお、原告が主張する想定整形地の設定方法に合理性がないこ

とは、後記ウのとおり。）。 

     また、本件不整形地補正の方法（想定整形地の設定方法）が所要の補正5 

として合理的なものであることは、①大阪府内に所在する被告以外の他の

市町村も、無道路かつ不整形の土地について不整形地補正を行う場合には、

本件不整形地補正と同様に、路線に面する想定整形地を設定するのではな

く、画地を囲む最小の矩形又は正方形を想定整形地として設定し、蔭地割

合方式を準用して補正を行っている旨回答していること（乙３６）や、②10 

本件不整形地補正に係る補正率（０．９６）は、事務取扱要領における「蔭

地割合方式によらない不整形地補正率表」（第２編〔事務処理〕の第３章第

１節別表９）に係る「やや不整形」の場合の補正率（地区区分「併用住宅」

に係る補正率０．９５～０．９９）の範囲内であること（乙６。なお、本

件住宅画地の形状は、別紙２のとおり、やや「くの字」状に折れ曲がった15 

ような形状をしているものの、それほどいびつな形の画地ではなく、同表

にいう「不整形」以上の補正率を適用すべきであるとはいえない。）からも

裏付けられている。 

     したがって、α市長が行った本件不整形地補正の方法（想定整形地の設

定方法）は、無道路かつ不整形の土地の特別の価格事情による影響を踏ま20 

え、評価の均衡を確保するものとして合理性があるということができ、こ

のような方法により算定された令和４年度住宅画地登録価格は、評価基準

によって決定された価格であると認められる。 

     なお付言するに、上記②のとおり、本件不整形地補正に係る補正率（０．

９６）は、事務取扱要領の「蔭地割合方式によらない不整形地補正率表」25 

の補正率の範囲内であることから（この補正率は評価基準上の補正率を修
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正したものであるが、きめ細かく補正率を定める趣旨のものであり、所要

の補正として合理性があると認められる。）、仮に無道路地について評価基

準上の不整形地補正が適用されると解したとしても、本件不整形地補正は、

蔭地割合方式によらない場合の補正率を用いたものとして、評価基準に反

しないというべきである。 5 

   ウ 原告の主張について 

   (ｱ) 原告は、無道路かつ不整形の土地に係る想定整形地の設定方法につき、

相続税の財産評価においては、評価対象画地の全域を囲む、正面路線に

面する矩形又は正方形の土地で想定整形地を作成することとされてい

るのであるから、無道路かつ不整形の土地につき不整形地補正を行う場10 

合にも、相続税の財産評価と同様に、正面路線に面する想定整形地を設

定すべきなどと主張する。 

     しかし、固定資産税と相続税とでは、税の目的が異なる上、無道路地

について、それぞれ財産評価のあり方（いかなる補正が適用されるか）

も異なるから、相続税の財産評価の方法を、当然に固定資産税の価格評15 

価において援用すべきものではない。 

     そもそも、相続税の財産評価において、無道路地につき不整形地補正

が行われるのは、必ずしも評価対象土地そのものの形状に着目した補正

ではなく、無道路地に通路を開設すると不整形地（袋地・旗竿地）にな

ることから、前面道路までの土地を蔭地とみなして不整形地補正を行う20 

ものであり（すなわち、無道路地が不整形でなくとも、無道路地である

ことに伴う補正として不整形地補正が行われる。）、「画地の形状が悪い

ことによって画地の全部が宅地として十分に利用できないという利用

上の制約を受けるための減価補正」（評価基準解説２６９頁）という評価

基準上の不整形地補正の趣旨とは異なるものである。むしろ、通路開設25 

後に旗竿地となる場合の仮定的な不整形に係る減価補正であるから、評
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価基準上の無道路地補正とその趣旨を共通にするものであり、原告が主

張するような正面路線に面する想定整形地を設定すると、評価基準上の

無道路地補正と同種の減価補正を二重に行うことになり、適切ではない。

この点については、「ここが知りたい最新税務Ｑ＆Ａ 固定資産税（評価）

関係 無道路地の評価」（月刊税２０１９年１０月号。乙２６）４７頁の5 

表において、無道路地の各種補正に関し、財産評価基本通達においては、

不整形地補正につき「通路開設後の袋地を想定した補正」とされ、無道

路地補正につき「規定がない」とされているのに対し、評価基準におい

ては、不整形地補正につき「規定がない（通路開設後の袋地を想定した

不整形の減価を無道路地補正で考慮）」とされ、無道路地補正につき「下10 

限０．６として補正」とされていることや、同４７頁において、「（不整

形地補正と無道路地補正は、）どちらも通路開設後の形状（袋地）を想定

した減価であるため表裏一体の関係性が認められる。」とされているこ

とからも明らかである。 

     さらにいうと、原告が主張する想定整形地の設定方法（正面路線に面15 

する想定整形地を設定する方法）によると、評価対象画地そのものの不

整形度が小さい（矩形に近い）場合であっても、正面路線までの距離が

遠ければ遠いほど蔭地割合が大きくなり、形状から見た実際の不整形度

と不整形地補正率との間に大きな乖離が生じ、かえって評価の均衡を失

することとなる（例えば、無道路地が矩形又は正方形の場合、路線まで20 

の距離がいくら遠くても不整形地補正は行われないが、わずかに不整形

である場合、路線までの距離が遠いというだけで、０．６や０．７とい

った不整形地補正率が適用されることになる。）。 

     したがって、無道路かつ不整形の土地につき所要の補正として行う不

整形地補正において、原告が主張する想定整形地の設定方法は、かえっ25 

て評価の均衡を失するものであり、合理性がないというべきである。原
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告の上記主張は採用することができない。 

   (ｲ) 原告は、①α市長は、本件住宅画地の正面路線に近い部分（辺）を間

口であるとして、本件想定整形地を設定しているところ、不動産鑑定評

価基準（甲１５）や「土地価格比準表の手引き」（甲１６）の記載によれ

ば、無道路地の間口とは、当該無道路地の通路部分で路線に接する面と5 

すべきであるから、被告が本件不整形地補正の際に設定した本件想定整

形地は不適切である、②無道路地については、通路を開設したとしても

袋地となることに変わりがないところ、「土地価格比準表の手引き」によ

れば、その評価は、住宅地として利用するために最も適した道路に至る

取付通路を想定して、袋地の評価方法に準じて評価額を求め、この額か10 

ら通路開設に要する費用を差し引いて価額を求めることとされている

のであるから、無道路地について行う不整形地補正における想定整形地

についても、袋地について実施される不整形地補正と同様に、評価基準

が定める想定整形地、すなわち、「評価対象画地を囲む、正面路線に面す

る矩形又は正方形の土地」とすることが妥当である旨主張する。 15 

      しかし、上記①については、事務取扱要領上の間口とは、無道路地の

場合、「利用形態に関わらず、評価上使用する路線に対し最有効利用とな

る部分」とされており、これは評価基準や不動産鑑定評価基準の間口の

定義とは異なるが、これは単に「間口」という用語の使い方の差異にす

ぎず、本件不整形地補正の想定整形地の設定方法（事務取扱要領上の間20 

口に面する想定整形地を設定する方法）に合理性があるとの上記イの判

断を左右するものではない。 

      また、上記②については、「土地価格比準表の手引き」は、国土利用計

画法１６条１項所定の規制区域内に所在する土地の権利の移転等の許

可の基準等に関し、その該当性審査を適切に実施するために策定された25 

土地価格比準表について、その運用の留意点等を記した書籍であって
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（甲１６・３３８頁参照）、土地価格比準表により行う土地評価と、固定

資産税の課税の前提となる価格評価とはその評価の目的や方法が異な

るから、上記書籍の記載をもって、本件不整形地補正の想定整形地の設

定方法に合理性があるとの上記イの判断が左右されるものではない。 

      したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。 5 

        (ｳ) また、主張の趣旨が分かりにくいが、原告は、原告が主張する想定整

形地の設定方法（正面路線に面する想定整形地を設定する方法）による

と無道路地補正と同種の減価を二重に行うことになるという指摘（上記

(ｱ)）に関し、これに反論する趣旨で、要旨、事務取扱要領上の無道路地

補正は、「通行可」の場合に合理的な根拠なく無道路地補正率を０．６で10 

はなく０．７としており、通路開設補正率の適用もなく、一律の補正率

であり正面道路から評価対象画地までの距離に応じた減価もされない

ことなどから、事務取扱要領上の無道路地補正は、通路開設後の袋地（不

整形地）を想定した不整形の減価を十分に考慮しておらず、同種の減価

を二重に行うという上記指摘は当たらない旨主張し、さらに、このよう15 

な事務取扱要領の内容からすれば、無道路地補正は不整形地補正を別途

適用することを前提としている（無道路地補正率は不整形地補正を行う

ことを前提に設定されている）旨主張するようである。 

      しかし、原告の上記主張は、無道路地については、不整形地ではなく

とも、原告が主張する方法での不整形地補正を必ず行うという趣旨をい20 

うもののように思われるが、そのような解釈は、評価基準のみならず事

務取扱要領の解釈としても無理があるといわざるを得ない。また、原告

が主張する上記の事情を考慮しても、無道路地補正が通路開設後の袋地

（不整形地）を想定した不整形の減価を考慮する趣旨を含むものである

ことは前述のとおりであるし、事務取扱要領が定める無道路地補正等の25 

具体的な内容から、原告が主張する方法での不整形地補正が適用される
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ことが予定されているとはいえない（なお、事務取扱要領上の無道路地

補正に係る区分「通行可」について定められた補正率等が、評価基準に

反するとも、合理性を欠くとも認められない。）。原告の上記主張は採用

することができない。 

  (4) 小括 5 

    以上で検討したところによれば、令和４年度住宅画地登録価格の算定に関

し、α市長が行った本件不整形地補正は、評価基準にいう「所要の補正」と

して行われたものであって、かかる補正は、本件住宅画地の特別の価格事情

による影響を踏まえ、評価の均衡を確保するものとして合理性があるから、

令和４年度住宅画地登録価格は、評価基準によって決定された価格であると10 

認められる（なお、原告は、令和４年度登録価格のうち本件駐車場画地に係

る価格の適否については、特に争っていない。）。 

    そして、原告は、本件において、令和４年度登録価格につき、評価基準の

定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特

別の事情がある旨の主張立証はしておらず、記録を検討しても、かかる特別15 

の事情があることはうかがわれない。 

    そうすると、令和４年度登録価格は、評価基準の定める評価方法によって

決定される価格を上回らないものと認められると同時に、本件各土地の客観

的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認することが

できるから、令和４年度登録価格の決定は、適法である。 20 

    そして、令和５年度登録価格は、令和５年度（第三年度）の賦課期日時点

において、本件各土地の現況が、令和４年度（第二年度）の賦課期日時点の

現況と変化が生じていなかったことから、地方税法３４９条３項本文により、

令和４年度登録価格がそのまま据え置かれたものであるところ（別紙４の２

参照）、上記のとおり、令和４年度登録価格の決定は適法であるから、これを25 

据え置いた令和５年度登録価格の決定も適法である。 
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    したがって、原告の本件各審査決定の取消請求は、いずれも理由がない。 

 ２ 争点２（運用上のみなし方式の適否）について 

  (1) はじめに 

    本件各土地は、令和４年度（第二年度）の賦課期日時点の現況において、

本件画地認定変更により、令和３年度（基準年度）の賦課期日時点から現況5 

の変化が生じている（前提事実(2)イ）ところ、本件画地認定変更が地方税法

附則１７条５号にいう「地目の変換等」に該当することは当事者間に争いが

ない。 

    したがって、地方税法附則１７条２号にいう「宅地等」に該当する本件各

土地に係る令和４年度の固定資産税等の課税標準額及び税額を求めるには、10 

まず、本件各土地の同法附則１８条１項にいう「前年度分の固定資産税の課

税標準額」として、同法附則１７条７号にいう比準課税標準額（本件各土地

の令和４年度の比準課税標準額）を求め（同法附則１８条６項３号イ）、これ

に基づき、本件各土地の令和４年度の負担水準を算出した上で、同法附則１

８条各項に定めるところにより、負担調整措置を適用して、本件各土地の令15 

和４年度の課税標準額及び税額を求めるべきこととなる（関係法令等の定め

(2)参照）。そして、本件各土地の令和５年度（第三年度）の固定資産税等の

課税標準額及び税額については、本件各土地の令和５年度の前年度課税標準

額、すなわち、上記の本件各土地の令和４年度の比準課税標準額を基礎とし

て求められた本件各土地の令和４年度の課税標準額をもって、「前年度分の20 

固定資産税の課税標準額」として、負担水準を算出し、これらを基に、同法

附則１８条各項の定める負担調整措置を適用して、課税標準額及び税額を求

めることとなる。 

    しかるところ、α市長は、本件各土地の令和４年度の課税標準額を求める

に当たり、いわゆる「運用上のみなし方式」を採用し、本件各土地につき、25 

本件画地認定変更後の本件各土地が令和３年度（令和４年度の前年度）以前
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から存在しているものと仮定して、いわゆる本則課税（住宅用地である本件

住宅画地については特例適用額を課税標準とする課税、商業地等である本件

駐車場画地については登録価格の７０％を課税標準額とする課税）が実現し

た課税年度にまで遡り、その時点から、本件画地認定変更がされた令和４年

度までの各課税年度につき、本件画地認定変更後の本件各土地が各課税年度5 

において存在したと仮定した場合の負担水準及び課税標準額を算出する方

法により、本件各土地の令和４年度の課税標準額を求めている（別紙４記載

３(1)参照）。 

    そこで、α市長が、本件各土地の令和４年度の課税標準額につき、運用上

のみなし方式を採用してこれを算定したことが、上記地方税法附則の規定に10 

反しないかが問題となる。 

  (2) 運用上のみなし方式の適法性 

   ア 負担水準算定の前提となる「比準課税標準額」とは、地方税法附則１７

条７号によれば、土地につき、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に、当該土地の類似土地の前年度課税標準額を、15 

当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除し

て得た数値を乗じて得た額をいうとされている（関係法令等の定め(2)ア参

照）から、比準課税標準額を算出するためには、地目の変換等があった土

地（当該土地）の類似土地を選定する必要がある。 

     そして、ここでいう「類似土地」とは、地方税法附則１７条７号によれ20 

ば、「当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在す

るもの」と定義されている（関係法令等の定め(2)ア参照）から、比準課税

標準額を求めるために選定すべき類似土地に該当するには、その文理上、

①地目の変換等があった土地（当該土地）に類似する土地であること、及

び②当該類似する土地が当該地目の変換等があった年度（当該年度）の前25 

年度に係る賦課期日において所在（存在）していたことのいずれをも満た
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す必要があると解される。 

     他方で、運用上のみなし方式は、地目の変換等があった土地（当該土地）

について、当該地目の変換等があった課税年度の前年度以前から、当該地

目の変換等があった後の土地として存在していたと仮定した場合の価格推

移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等があった5 

後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法である（前提事実(4)ア）。 

     このような運用上のみなし方式による課税標準額の算定方法は、いわば、

比準課税標準額を求めるための「類似土地」として、地目の変換等があっ

た後の当該土地そのものを、「当該土地に類似する土地」として選定する（地

目の変換等があった後の当該土地を類似土地と「みなして」いる）ものと10 

いえるところ、地目の変換等があった後の当該土地は、地方税法附則１７

条７号がいうところの「当該土地」そのものであり、「当該土地に類似する

土地」とはいえない（上記①を満たさない）。また、地目の変換等があった

後の当該土地は、その前年度の賦課期日時点では、当該地目の変換等はま

だ行われていなかったのであるから、当該前年度の賦課期日時点において、15 

当該地目の変換等があった後の土地として所在（存在）していたとはいえ

ず（上記②を満たさない）、そのような課税標準額の算定のために便宜上設

定された架空の土地である「前年度の賦課期日時点で存在した（地目の変

換等があった後の）当該土地」について、比準課税標準額を求める前提と

なる「前年度課税標準額」が存在したということもできない。 20 

     そうすると、運用上のみなし方式は、地方税法附則１７条７号の定める

ところに従い、地目の変換等があった当該土地の「類似土地」を選定して

いるものとはいえないし、かかる類似土地の前年度課税標準額等から比準

課税標準額を算出しているものともいえない。 

   イ また、地方税法附則１８条の３第１項は、要旨、令和３年度から令和５25 

年度までの各年度に係る賦課期日において所在する宅地等で、その賦課期
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日における用途（小規模住宅用地、一般住宅用地及び非住宅用宅地等の３

種類）が前年度の賦課期日における用途と異なるもの（用途変更宅地等）

については、当該用途変更宅地等に係る同法附則１７条６号に規定する前

年度課税標準額は、当該用途変更宅地等の前年度分の課税標準の基礎とな

った価格に、当該用途変更後の用途に係る当該市町村内に所在する全ての5 

土地の前年度の課税標準額の総額を固定資産税の課税標準の基礎となった

価格の総額で除して得た数値（すなわち、当該用途変更後の用途に係る前

年度課税後時点での負担水準に相当する数値の加重平均）を乗じて得た額

とする旨規定する（平均負担水準方式）。 

     その一方で、令和３年法律第７号の附則１４条１項は、用途変更宅地等10 

に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置として、市町村は、

令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税等について、条例

で定めるところにより、地方税法附則１８条の３の規定を適用しないこと

ができる旨規定し、令和３年法律第７号の附則１４条２項は、同条１項の

場合においては、令和３年度から令和５年度までの各課税年度において用15 

途変更が生じた宅地（用途変更宅地等）の固定資産税については、当該用

途変更宅地等が当該用途変更が生じた課税年度の前年度から当該用途変更

後の用途の宅地等であったものとみなして、地方税法附則１７条及び１８

条所定の規定を適用する旨規定する（条例によるみなし方式）。 

     これらによれば、地方税法（制定附則及び改正附則を含む。）上、いわゆ20 

る「みなし方式」については、宅地等の用途が前年度の用途とは異なる場

合（用途変更宅地等の場合）における平均負担水準方式を用いた課税標準

額の算出（地方税法附則１８条の３）の例外として、改正附則により、条

例に定めを置くことを要件として、上記みなし方式（条例によるみなし方

式）の手法による課税標準額の算出をすることができることとしているも25 

のと解される（この趣旨は、負担水準にばらつきの残る市町村においては、
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平均負担水準方式を適用すると、用途変更後の当該土地と同用途の周辺の

土地の税負担を比較した場合に税負担のバランスを欠くことがあり得るこ

と等から、経過措置として、例外的に、条例によりみなし方式を適用する

ことができることとすることにあると解される。「令和３年度版 要説固定

資産税」〔甲２１・３３９頁〕参照）。このように、地方税法上、みなし方5 

式を用いることができる場合が明文で定められており、かつ、その要件と

して条例の定めが必要とされていることからすると、このような明文も条

例の定めもないのに、地方税法附則１７条５号所定の地目の変換等があっ

た土地について、「運用上のみなし方式」によりその課税標準額を算出する

ことは、同法に反するといわざるを得ない。 10 

   ウ 以上に述べたところに加え、被告の課税事務担当者も、原告がした審査

請求に係る口頭意見陳述において、被告において採用されている運用上の

みなし方式は、法令には規定されておらず、被告の条例や事務取扱要領に

も規定されていないとの発言をしていること（甲１８）も踏まえれば、α

市長が、本件各土地の令和４年度の固定資産税等の課税標準額につき、運15 

用上のみなし方式を採用してこれを算定したことは、その算定結果が原告

にとって有利なものか不利なものかどうかはともかく、地方税法附則１７

条７号及び同法附則１８条の各規定に反し、違法といわざるを得ない。 

  (3) 被告の主張について 

   ア 地方税法附則１７条７号に反しない旨の主張について 20 

     被告は、運用上のみなし方式につき、地目の変換等が生じた後の当該土

地についてみれば、当該土地そのものは、前年度の賦課期日にも所在して

いる一方で、当該土地は、前年度の賦課期日の時点では、地目の変換等が

生じる前の状態であったのであるから、（地目の変換等があった後の）当該

土地そのものであるともいえないから、かかる土地（地目の変換等があっ25 

た後の当該土地）は、前年度の賦課期日に所在する類似土地に該当すると
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いえ、運用上のみなし方式は、地方税法附則１７条７号に反しない旨主張

する。 

     しかし、地方税法附則１７条７号にいう類似土地とは、「当該土地に類似

する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの」であり、当

該土地とは別の、当該土地に類似する実在の土地を想定しているというべ5 

きであって、現実には存在しない類似土地（地目の変換等が過去にされて

いたと仮定した場合の当該土地）を用いる運用上のみなし方式は、前記(2)

アで詳述したとおり、地方税法１７条７号の文理に反するといわざるを得

ない。 

     したがって、被告の上記主張は採用することができない。 10 

イ 運用上のみなし方式には合理性及び妥当性がある旨の主張について 

 (ｱ) 被告は、①類似土地の選定においては、同一街路上に複数の類似土地

が存する場合や、同一街路上に当該土地と同様の条件を満たす類似土地

が存しない場合など、適正な類似土地の選定判断が困難な場合があり、

担当職員の判断に委ねられる部分が大きく、恣意的課税につながるおそ15 

れが否定できない、②類似土地は、当該土地が過去から存在したと仮定

した場合の価格の水準と同じ価格推移をたどってきたと認められる土

地を選ぶことが望ましいと考えられるなどと指摘し、運用上のみなし方

式は、正に地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していた

と仮定した場合の価格推移と同一の価格推移に基づき、課税標準額を算20 

出することとなるため、比準課税標準額の算定に当たって最適な方法で

あり、合理性が認められる旨主張する。 

   そこで検討するに、地方税法附則１７条７号所定の類似土地の定義を

みても、どのような基準を満たせば「当該土地に類似する土地」といえ

るのかについて具体的な定めは置かれていないところ、類似土地の選定25 

につき、「ここが知りたい最新税務Ｑ＆Ａ 固定資産税（評価）関係 類
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似土地の選定」（月刊税２０２１年１２月号・４６頁以下。乙２８）では、

「類似土地は、当該土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格

の推移と同じ価格推移をたどってきたと認められる土地を選ぶことが

望ましいと考えられる。この観点から、類似土地は、原則として、同一

状況類似地区に存し、できる限り同一街路沿いに存する土地を選定する5 

ことが望ましいと考えられる。また、画地の形状や接道状況、利用上の

便等についても、できる限り当該土地と同様のものを選定することが望

ましい。」などと解説されている（乙２８・６１頁）。これによれば、地

目の変換等があった土地につき、当該地目の変換等があった後の土地が

当該地目の変換等があった課税年度の前年度以前から存在するものと10 

仮定して、遡及計算することにより課税標準額を算出する運用上のみな

し方式には、一定程度合理性があるものと考えられる。 

   しかし、上記(2)で述べたとおり、かかる手法は地方税法附則１７条７

号の文理に反するといわざるを得ないのであり、運用上のみなし方式に

一定程度合理性があるからといって、あるいは、本来の方式より合理的15 

であるとすらいえるからといって、それにより運用上のみなし方式が適

法ということにはならない。運用上のみなし方式が制度趣旨等に照らし

てより合理的なのであれば、みなし方式を用いることができるよう地方

税法を改正すべきであり、運用として法令上認められていない方式を用

いることは違法である。 20 

   したがって、被告が指摘する事情（運用上のみなし方式の合理性等）

は、地目の変換等があった土地の固定資産税等の課税標準額につき、運

用上のみなし方式を採用して算出することが許される根拠となるもの

ではなく、被告の上記主張は採用することができない。 

 (ｲ) また、被告は、比準価格の算定の際、地目の変換等があった土地（当25 

該土地）自体を類似土地として再評価することは、当該土地の類似土地
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の基準年度の価格から比準する方法と実質的にその評価の内容が同一

であるといえ、それ自体違法なものではないところ、地方税法附則１７

条７号が、比準課税標準額の算出に当たり類似土地を用いることとした

のは、地方税法３４９条と平仄を合わせたものであり、地方税法附則１

７条７号にいう類似土地と、地方税法３４９条にいう「類似する土地」5 

とは同意義であると解されることからすれば、課税標準の算定について

も、対象地そのものを類似土地として算定すること（運用上のみなし方

式を用いること）には合理性があるといえる旨主張する。 

   そこで検討するに、地方税法３４９条２項ただし書等の規定により比

準価格を算定する場合において、比準価格とは、当該土地に類似する土10 

地の基準年度の価格を基礎として、その価格に、当該土地の第二年度又

は第三年度の賦課期日における現況に基づく価格形成要因と、類似土地

の基準年度における価格形成要因との相違を反映させることにより、価

格水準としては基準年度の賦課期日時点のものとしつつ、当該土地の第

二年度又は第三年度の賦課期日時点における現況を反映した価格を算15 

定するものであり、このことは、言い換えれば、第二年度又は第三年度

の土地が、基準年度の賦課期日時点において既に存在していたものとし

て、基準年度に類似土地を評価したのと同じ基準で評価することと同じ

意味であると考えられる。そうすると、当該土地が市街地宅地評価法を

適用する区域に存する場合には、基準年度の土地を評価するのと同様の20 

手順で、当該土地が存する状況類似土地の主要な街路の路線価に比準し

て評定された路線価を基礎とし、画地計算法を適用して評価することに

より、当該土地に類似する土地に比準して評価した場合と同様の結果を

得ることができるものと考えられる（以上につき、一般財団法人地方財

務協会編「固定資産税逐条解説」〔乙４〕１６０頁、乙２８・４７、５２25 

～５３頁参照）。 
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   これに対し、課税標準額の算定に当たって用いられる比準課税標準額

とは、当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、

当該土地の類似土地の前年度課税標準額を、当該類似土地の当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得

た額と定義されているところ（地方税法附則１７条７号）、これを言い換5 

えると、比準課税標準額とは、類似土地の前年度課税標準額を元に、類

似土地と当該土地との価格の差異を反映して算定した額であるという

ことができる（すなわち、比準課税標準額は、類似土地の前年度課税標

準額に、当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

を類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除10 

して得た数値を乗じて得た額と同義である。）から、類似土地としていか

なる土地を選定するか（類似土地の前年度課税標準額がいくらであるか）

により、当該土地に係る税額も左右されることになると考えられる（被

告が提出する文献〔乙２８〕も、比準課税標準額の算定に係る類似土地

の選定については、「類似土地の選定は納税者が負担する税額に直結す15 

る重要な事項と考えられ」る旨解説している〔乙２８・６０頁〕）。 

   そうであれば、地目の変換等があった土地の課税標準額を算出するに

当たり、類似土地を選定して比準課税標準額を算出する場合と、運用上

のみなし方式を採用して算出する場合とで、同じ結果となる場合もある

かもしれないが、前者が後者より税額が低くなる場合も、逆に前者が後20 

者より税額が高くなる場合も、いずれもあり得ると考えられる（なお、

本件各土地が上記のいずれの場合に該当するかは、本件各土地につき類

似土地を選定して比準課税標準額を算定した場合の課税標準額及び税

額の計算結果が提出されていない以上、不明というほかない。）。 

   そうすると、比準価格を算定する場合に、当該土地につき、基準年度25 

の土地を評価するのと同様の手順で評価することで、比準価格を求める
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ことができるからといって、比準課税標準額の算定に当たっても、運用

上のみなし方式を採用することが許されるものと解することはできな

い。 

したがって、被告の上記主張は採用することができない。 

 (ｳ) さらに、被告は、全国の大多数の自治体では、負担水準にばらつきが5 

残る中で、地目の変換等があった地域における類似土地の選定方法や課

税標準額の算定方法につき、運用上のみなし方式が採用されており、か

かる算定方法は、広く一般に用いられているのであって、この意味でも、

運用上のみなし方式には合理性があるといえる旨主張する。 

   しかし、前記(2)で詳述したとおり、運用上のみなし方式を採用して課10 

税標準額を算定する手法は、地方税法附則１７条７号等の規定に反する

といわざるを得ず、多数の自治体で同様の手法が採用されているからと

いって、運用上のみなし方式を採用することが同法に反しないとはいえ

ない。前述のとおり、運用上のみなし方式の合理性は、法令違反を治癒

する事情とはいえない。 15 

   したがって、被告の上記主張は採用することができない。 

  (4) 小括 

    以上によれば、α市長が、運用上のみなし方式により計算した本件各土地

の令和４年度の固定資産税等に係る課税標準額及び税額は、地方税法附則の

各規定の定める方法により計算されたものではないから、かかる課税標準額20 

及び税額を決定してされた令和４年度賦課決定処分は、違法であり、取消し

を免れない。 

    また、本件各土地の令和５年度の固定資産税等の課税標準額及び税額は、

上記のとおり違法に算出された本件各土地の令和４年度の課税標準額を基

礎として、地方税法附則１８条を適用して算出されたものである（別紙４の25 

４参照）から、かかる課税標準額及び税額を決定してされた令和５年度賦課
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決定処分も違法であり、取消しを免れない。 

 ３ 争点３（本件委員会が本件各審査決定をしたこと及びα市長が本件各賦課決

定処分をしたことの国家賠償法上の違法性及び過失）について 

  (1) 判断枠組み 

   ア 国家賠償法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員5 

が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損

害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規

定するものであるから、公務員による公権力の行使に同項にいう違法があ

るというためには、当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くす

ことなく漫然と当該行為をしたと認め得るような事情があることが必要で10 

ある（最高裁平成５年３月１１日第一小法廷判決・民集４７巻４号２８６

３頁、最高裁令和５年１０月２６日第一小法廷判決・集民２７０号２１５

頁等参照）。 

   イ また、ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し、実務上の

取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場15 

合に、公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を執行し

たときは、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに上記公

務員に過失があったものとすることは相当ではない（最高裁昭和４６年６

月２４日第一小法廷判決・民集２５巻４号５７４頁、最高裁昭和４９年１

２月１２日第一小法廷判決・民集２８巻１０号２０２８頁等参照）。 20 

  (2) 本件についての具体的検討 

   ア まず、前記１のとおり、α市長による本件各登録価格の決定は適法であ

るから、本件委員会が本件各審査決定をしたことは、国家賠償法上違法で

あるとは認められない。 

   イ 他方で、前記２のとおり、α市長がした本件各賦課決定処分には、地方25 

税法附則の規定に従って課税標準額を算定しなかった違法がある。 
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     しかし、本件各賦課決定処分がされた時点（令和４年５月１日ないし令

和５年５月１日）までに、地目の変換等があった土地に係る課税標準額の

算定につき、運用上のみなし方式を採用してこれを算出することが違法で

ある旨を判示した最高裁判例や下級審裁判例は見当たらない。かえって、

運用上のみなし方式を採用した課税標準額の算定については、運用上のみ5 

なし方式の適否が争点となっているものではないものの、これを適法とし

た下級審裁判例（広島地裁平成１２年３月１日判決。乙２９）や、土地区

画整理法に基づく仮換地指定がされたやや特殊な事案であるものの、これ

を適法とした審査請求に係る裁決（平成３０年３月２３日ε市長裁決。乙

３０）がみられる。また、運用上のみなし方式を採用した課税標準額の算10 

出は、多数の自治体で行われており、被告が行った調査では、調査対象の

９割以上の自治体が運用上のみなし方式を採用していたことがうかがわれ

る（乙３１）。 

     これらによれば、少なくとも、α市長が本件各賦課決定処分をした時点

において、地目の変換等があった土地につき、運用上のみなし方式を採用15 

して課税標準額を算出することが許されないとの解釈が確立していたとは

いえず、かえって、これを採用して課税標準額を算出することにも相応の

根拠があったといえる。したがって、前記(1)イで述べたところに照らし、

α市長が、本件各土地につき、運用上のみなし方式を採用して課税標準額

及び税額を算定し、本件各賦課決定処分を行ったことにつき、職務上通常20 

尽くすべき注意義務違反があるとは認められない。したがって、α市長が

本件各賦課決定処分をしたことが国家賠償法上違法であるとはいえず、ま

た、α市長に過失があるとも認められない。 

  (3) 小括 

    以上によれば、本件委員会が本件各審査決定をしたこと及びα市長が本件25 

各賦課決定処分をしたことは、国家賠償法上違法であるとはいえず、そのこ
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とにつき過失があるともいえないから、争点４（損害の発生及び数額）につ

いて判断するまでもなく、原告の国家賠償請求（第１の４）は理由がない。 

第４ 結論 

   よって、本件各賦課決定処分の取消請求はいずれも理由があるからこれを認

容し、原告のその余の請求（本件各審査決定の取消請求及び国家賠償請求）は5 

いずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 

 

    大阪地方裁判所第７民事部 

 

         裁判長裁判官    徳    地         淳 10 

 

 

 

            裁判官    三    木    裕    之 

 15 

 

 

            裁判官    牛    濵    裕    輝 

（別紙１～３、別紙５、別紙６、別紙８省略）  
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（別紙４） 

 

本件各登録価格及び本件各年度の固定資産税等の金額の算定過程 

 

１ 令和４年度登録価格について 5 

 (1) 路線価の決定等 

   本件各土地の所在する地区は併用住宅地区に区分されるところ、同地区のう

ち、本件各土地の所在する状況類似地域について選定された標準宅地の基準年

度の初日の属する年の前年（令和２年１月１日時点）の１㎡当たりの鑑定評価

価格の７割の価額は２１万１０００円であること等から、上記標準宅地に沿接10 

する主要な街路の令和４年度の路線価を２１万１０００点と付設した。これに

基づき、本件各土地が沿接する街路の路線価をいずれも２１万１０００点と付

設した。 

 (2) 本件各土地の登録価格の算出過程について 

  ア 本件住宅画地について 15 

   (ｱ) 無道路地補正 

本件住宅画地は無道路地であるが、原告自身が共有持分を有する土地で

ある本件駐車場画地を利用して街路へ通行することができるため、事務取

扱要領の第２編（事務処理）の第３章第１節別表１０が定める無道路地の

補正率表のうち、区分「通行可」に該当する。そのため、その無道路地補20 

正率は、「遠い奥行」距離による奥行価格補正率に０．７を乗じて定めるこ

ととなるところ、本件住宅画地に係る「遠い奥行」は、２６．８０ｍ（乙

１６）であるから、「遠い奥行」距離による奥行価格補正率は、１．００と

なる。したがって、本件住宅画地に係る無道路地補正率は、０．７０（１．

００×０．７０）とした。 25 

   (ｲ) 無道路地に係る不整形地補正（本件不整形地補正） 
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     本件住宅画地については、事務取扱要領の第２編（事務処理）の第３章

第１節別表１０の区分「通行可」に係る不整形地の補正の適用があるとこ

ろ、この場合、間口（道路に直接接しない土地については、利用形態に関

わらず、評価上使用する路線に対し最有効利用となる部分をいう。事務取

扱要領の第１編（評価）の第７章第２節２(7)③カ参照）に面する矩形又は5 

正方形の土地を想定整形地とすることとなる。 

本件住宅画地については、本件想定整形地（別紙５参照。地積：２０．

８ｍ×１５．４ｍ＝３２０．３２㎡）を設定したところ、これによる蔭地

割合は下記計算式のとおり２１％となる。そして、かかる蔭地割合を、評

価基準別表第３の附表４の不整形地補正率表に当てはめて、不整形地補正10 

率を０．９６とした。 

【計算式】 

（３２０．３２㎡―２５２．６８㎡〔本件住宅画地の現況地積〕）／３２０．３２㎡ 

    (ｳ) 評価額の決定 

前記(1)並びに上記(ｱ)及び(ｲ)によれば、本件住宅画地の単位地積当た15 

りの評点数は、１４万１７９２点（２１万１０００点〔評価上使用される

路線に係る路線価〕×０．７０〔無道路地補正率〕×０．９６〔無道路地

の不整形地補正率〕。小数点以下切捨て）となる。 

そして、本件住宅画地の評点数については、上記の単位地積当たりの評

点数に、それぞれの土地の地積を乗じて、次のとおり算出した。 20 

     別紙２のＴ１部分（γ）：２９６３万４５２８点（１４万１７９２点×２０

９．００㎡） 

     別紙２のＴ２部分（δ）：８２万２３９３点（１４万１７９２点×５．８０

㎡） 

そして、本件住宅画地の評価額については、上記本件住宅画地の評点数25 

に評点１点当たりの価額１円を乗じて、次のとおり算出した。 
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     別紙２のＴ１部分：２９６３万４５２８円 

     別紙２のＴ２部分：８２万２３９３円 

イ 本件駐車場画地について 

   (ｱ) 奥行価格補正率 

本件駐車場画地は、評価基準の定める不整形地に該当するところ、その5 

形状等を考慮し、その奥行価格補正率については、評価基準別表第３の７

(1)②イに定める、不整形地の地積をその間口距離で除して得た計算上の奥

行距離（想定整形地の奥行距離が上限となる。）を基礎として評点数を求め

る方法により算出することとした。 

本件駐車場画地の現況地積が５３４．５５㎡（別紙２のＴ３部分３６５．10 

１２㎡＋Ｔ４部分１６９．４３㎡）で、間口距離が３５ｍ（乙１５の座標

Ｂ２１からＢ２２までの距離）であることから、計算上の奥行距離は１５．

２０ｍ（５３４．５５㎡÷３５ｍ）となる。したがって、本件駐車場画地

の奥行価格補正率は、事務取扱要領の第２編（事務処理）の第３章第１節

別表１に基づき、１．００とした。 15 

   (ｲ) 不整形地補正率 

     上記(ｱ)のとおり、本件駐車場画地については評価基準上の不整形地補

正の適用があるところ、本件駐車場画地に係る想定整形地（乙１７参照）

の現況地積は１０４４．００㎡（２９．００ｍ×３６．００ｍ）であるか

ら、本件駐車場画地に係る蔭地割合は、下記計算式のとおり、概ね４８％20 

となる。そして、かかる蔭地割合を、事務取扱要領の第２編（事務処理）

の第３章第１節別表８の不整形地補正率表に当てはめて、不整形地補正率

を０．８７とした。 

    【計算式】 

    （１０４４．００㎡―５３４．５５㎡）／１０４４．００㎡ 25 

    (ｳ) 評価額の決定 



- 45 - 

 

     前記(1)並びに上記(ｱ)及び(ｲ)によれば、本件駐車場画地の単位地積当

たりの評点数は、１８万３５７０点（２１万１０００点〔正面路線価〕×

×０．８７〔不整形地補正率〕。小数点以下切捨て）となる。 

そして、本件駐車場画地の評点数については、上記の単位地積当たりの

評点数に、それぞれの土地の地積を乗じて、次のとおり算出した。 5 

     別紙２のＴ３部分（γ）：５６９０万６７００点（１８万３５７０点×３１

０．００㎡） 

     別紙２のＴ４部分（δ）：３１１０万２２６５点（１８万３５７０点×１６

９．４３㎡） 

そして、本件駐車場画地の評価額については、上記本件駐車場画地の評10 

点数に評点１点当たりの価額１円を乗じて、次のとおり算出した。 

     別紙２のＴ３部分：５６９０万６７００円 

     別紙２のＴ２部分：３１１０万２２６５円 

 

２ 令和５年度登録価格について 15 

  令和５年度（第三年度）の賦課期日（令和５年１月１日）時点において、本件

各土地の現況は、令和４年度の賦課期日（令和４年１月１日）時点の現況と何ら

変化が生じていなかったことから、地方税法３４９条３項本文の規定により、本

件各土地の令和５年度の登録価格については、第二年度である令和４年度の登録

価格（令和４年度登録価格。比準価格）を据え置いた。したがって、本件各土地20 

の令和５年度の登録価格は、次のとおりである。 

 別紙２のＴ１部分（γ）：２９６３万４５２８円 

 別紙２のＴ２部分（δ）：８２万２３９３円 

 別紙２のＴ３部分（γ）：５６９０万６７００円 

 別紙２のＴ２部分（δ）：３１１０万２２６５円 25 
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３ 令和４年度賦課決定処分に係る本件各土地の固定資産税等の税額について 

 (1) 課税標準額の算定 

   本件各土地については、令和４年度の賦課期日において本件画地認定変更を

行っており、地方税法附則１８条６項３号にいう「地目の変換等」がある宅地

等に該当することから、課税標準額の算定については、比準課税標準額（地方5 

税法附則１７条７号）を用いて負担水準を算定し、これに基づき、宅地等（住

宅用地及び商業地等を含む。）に関する税負担調整措置（関係法令等の定め(2)

イ～エ）を適用して、本件各土地に係る令和４年度の固定資産税等の課税標準

及び税額を算定することとなる。 

   この点につき、α市長は、本件各土地に係る令和４年度の固定資産税等の課10 

税標準額につき、運用上のみなし方式を採用して算出した。具体的には、本件

各土地につき、本件画地認定変更後の本件各土地が令和４年度の賦課期日以前

にも存在しているものと仮定して、いわゆる本則課税（住宅用地である本件住

宅画地については特例適用額を課税標準とする課税、商業地等である本件駐車

場画地については、登録価格の７０％を課税標準額とする課税）が実現した課15 

税年度にまで遡り、その時点から、本件画地認定変更がされた令和４年度まで

の各課税年度につき、（本件画地認定変更後の本件各土地が各課税年度におい

て存在したと仮定した場合の）負担水準及び課税標準額を算出した。 

   しかるところ、本件住宅画地（土地概略図のＴ１部分及びＴ２部分。住宅用

地）については、本則課税（特例適用額を課税標準とする課税）が実現してい20 

る課税年度は平成２０年度であることから、同年度から令和４年度までの各課

税年度につき、各課税年度における路線価格を基に、本件画地認定変更後の本

件住宅画地が存在したと仮定した場合の評価額及び課税標準額を計算した。そ

の詳細は、別紙６「令和４年度 課税標準額算定」の１～２及び４～５丁のと

おりであり、これらによれば、本件住宅画地のうち、別紙２のＴ１部分（γ）25 

の令和４年度の固定資産税の課税標準額は、４６９万３０９２円となり、都市
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計画税の課税標準額は、９３８万６１８３円となる。また、本件住宅画地のう

ち、別紙２のＴ２部分（δ）の令和４年度の固定資産税の課税標準額は、１３

万０２３８円となり、都市計画税の課税標準額は、２６万０４７７円となる。 

   他方、本件駐車場画地（土地概略図のＴ３及びＴ４部分。商業地等）につい

ても、本則課税（登録価格の７０％を課税標準額とする課税）が実現している5 

課税年度は平成２０年度であることから、同年度から令和４年度までの各課税

年度につき、各課税年度における路線価格を基に、本件画地認定変更後の本件

駐車場画地が存在したと仮定した場合の評価額及び課税標準額を計算した。そ

の詳細は、別紙６「令和４年度 課税標準額算定」の３及び６丁のとおりであ

り、これらによれば、本件駐車場画地のうち、別紙２のＴ３部分（γ）の令和10 

４年度の固定資産税等の課税標準額は、いずれも３００６万４８０７円となる。

また、本件駐車場画地のうち、別紙２のＴ４部分（δ）の令和４年度の固定資

産税等の課税標準額は、いずれも１６４３万１８７１円となる。 

 (2) 税額の決定 

   上記(1)で求めた本件各土地の令和４年度の固定資産税等の課税標準額に基15 

づき、地方税法３５０条１項及び７０２条の４により、本件各土地の令和４年

度の固定資産税等の金額を算出すると、次のとおりとなる（いずれも１円未満

切捨て）。 

  ア 別紙２のＴ１部分（γ） 

    固定資産税：４６９万３０９２円×１．４％＝６万５７０３円 20 

    都市計画税：９３８万６１８３円×０．３％＝２万８１５８円 

  イ 別紙２のＴ２部分（δ） 

    固定資産税：１３万０２３８円×１．４％＝１８２３円 

    都市計画税：２６万０４７７円×０．３％＝７８１円 

  ウ 別紙２のＴ３部分（γ） 25 

    固定資産税：３００６万４８０７円×１．４％＝４２万０９０７円 
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    都市計画税：３００６万４８０７円×０．３％＝９万０１９４円 

  エ 土地概略図のＴ４部分（δ） 

    固定資産税：１６４３万１８７１円×１．４％＝２３万００４６円 

    都市計画税：１６４３万１８７１円×０．３％＝４万９２９５円 

 5 

４ 令和５年度賦課決定処分に係る本件各土地の固定資産税等の税額について 

 (1) 課税標準額の計算について 

   本件各土地の令和５年度の固定資産税等の課税標準については、地方税法附

則１８条６項３号ロ及び同条１項により、前記３(1)で求めた本件各土地の令

和４年度分（前年度分）の固定資産税等の課税標準額に、本件各土地の令和５10 

年度分の固定資産税等の課税標準となるべき価格に１００分の５を乗じて得た

額を加算した額となる（関係法令等の定め(2)イ及びエ）。 

   これによれば、本件各土地の令和５年度の固定資産税等の課税標準額は、次

のとおりとなる。 

  ア 別紙２のＴ１部分（γ）（乙２１の１） 15 

    固定資産税の課税標準額：４９５万７０８６円 

    都市計画税の課税標準額：９９１万４１７１円 

  イ 別紙２のＴ２部分（δ）（乙２１の４） 

    固定資産税の課税標準額：１３万７５６４円 

    都市計画税の課税標準額：２７万５１２９円 20 

  ウ 別紙２のＴ３部分（γ）（乙２１の２） 

    固定資産税等の課税標準額：いずれも３２９１万０１４２円 

  エ 別紙２のＴ４部分（δ）（乙２１の３） 

    固定資産税等の課税標準額：いずれも１７９８万６９８４円 

 (2) 税額の決定 25 

   上記(1)で求めた本件各土地の令和５年度の固定資産税等の課税標準額に基
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づき、地方税法３５０条１項及び７０２条の４により、本件各土地の令和５年

度の固定資産税等の金額を算出すると、次のとおりとなる（いずれも１円未満

切捨て）。 

  ア 別紙２のＴ１部分（γ） 

    固定資産税：４９５万７０８６円×１．４％＝６万９３９９円 5 

    都市計画税：９９１万４１７１円×０．３％＝２万９７４２円 

  イ 別紙２のＴ２部分（δ） 

    固定資産税：１３万７５６４円×１．４％＝１９２５円 

    都市計画税：２７万５１２９円×０．３％＝８２５円 

  ウ 別紙２のＴ３部分（γ） 10 

    固定資産税：３２９１万０１４２円×１．４％＝４６万０７４１円 

    都市計画税：３２９１万０１４２円×０．３％＝９万８７３０円 

  エ 別紙２のＴ４部分（δ） 

    固定資産税：１７９８万６９８４円×１．４％＝２５万１８１７円 

    都市計画税：１７９８万６９８４円×０．３％＝５万３９６０円 15 

（以上） 
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（別紙７） 

 

争点に関する当事者の主張 

 

１ 争点１（本件住宅画地の価格評価の適法性）について 5 

 （被告の主張） 

 (1) 本件住宅画地につき評価基準上の不整形地補正の適用はないこと 

  ア 評価基準にいう不整形地とは、原則として普通地、準普通地、正台形地、

正Ｌ字形地及び路線となす角が大きい平行四辺形地等を除いたもので、路線

に一辺又は数辺が接する多辺数形の画地をいうと定義されており（乙２２）、10 

評価基準上の不整形地補正は、画地が路線に接していることを前提とした上

で、敷地の利用効率が劣り、土地取引に当たって減価が認められる場合に補

正の適用が必要となるものである。その上で、評価基準上の不整形地補正と

して、蔭地割合方式を採用する場合には、その蔭地割合を算定する前提とし

ての想定整形地は、「評価対象画地を囲む、正面路線に面する矩形又は正方形15 

の土地」と定義されているのである。 

    これらによれば、評価基準における不整形地や、評価基準上の不整形地補

正における想定整形地（評価基準が定める想定整形地）は、いずれも正面路

線に面していることを前提として定義されているから、直接道路に接してい

ない画地である無道路地については、評価基準に定義される蔭地割合方式を20 

用いた補正を行うことは想定されておらず、評価基準上の不整形地補正の直

接の適用はないというべきである。 

  イ しかるところ、被告が、事務取扱要領上の無道路地の補正率表（第２編〔事

務処理〕の第３章第１節別表１０）において、不整形地補正を「有」と定め

ているのは、評価基準上の不整形地補正は、画地の形状が悪いことによって25 

画地の全部を宅地として十分に利用することができないという利用上の制
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約を受けることを理由とする減価補正であるから、無道路地であっても、そ

の画地自体の形状が不整形である場合には、評価基準を補填する所要の補正

として、画地の形状が不整形であることによる補正を適用することが合理的

であると考えられるからである。 

    したがって、α市長が本件住宅画地について行った本件不整形地補正は、5 

評価基準上の不整形地補正として行ったものではなく、評価基準上の所要の

補正として行ったものである。 

 (2) 本件住宅画地につき実施した不整形地補正（本件不整形地補正）は評価基準

上の所要の補正として適法であること 

  ア 上記(1)イのとおり、α市長が本件住宅画地について行った本件不整形地10 

補正は、評価基準上の不整形地補正ではなく、所要の補正として行ったもの

であるところ、α市長は、本件不整形地補正に当たり、無道路地である本件

住宅画地につき、本件住宅画地を囲み、評価上使用する路線に対し最有効利

用となる部分に面する矩形又は正方形を想定整形地として蔭地割合を求め、

この蔭地割合に評価基準上の不整形地補正率表（評価基準別表第３の附表４）15 

を当てはめて補正率を算出することとし、具体的には、本件想定整形地（別

紙５参照）を設定した上で蔭地割合２１％と算出し、これに上記不整形地補

正率表を当てはめて、補正率を０．９６としたものである。 

    かかる手法は、①本件と同様の事案に係る裁判例（乙３）においても適法

とされた手法であること、②本件不整形地補正に係る補正率（０．９６）は、20 

仮に本件住宅画地につき、評価基準及び事務取扱要領の定める蔭地割合によ

らない不整形地補正を適用した場合の補正率と同じであること、③近隣他市

町においても、無道路かつ不整形の土地について、全て被告と同様の手法に

より不整形地補正を適用していること（乙３６）などから、合理的なもので

ある。そうすると、α市長が本件住宅画地について行った本件不整形地補正25 

は、所要の補正として適法なものであるから、本件住宅画地の令和４年度の
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登録価格は、評価基準に従って適正に算定されたものであるといえる。した

がって、本件各登録価格は適法である。 

  イ これに対し、原告は、無道路地である本件住宅画地に係る不整形地補正に

ついても、評価基準が定めるとおり、正面路線に面する想定整形地を設定す

べきである旨主張する。しかし、不整形地補正の趣旨は、画地の形状が悪い5 

ことによって画地の全部が宅地として十分に利用できないという利用上の

制約を受けるための減価補正であって、当該画地以外の土地を考慮するもの

ではない。また、無道路地補正の趣旨は、無道路地につき、専用通路開設の

実現の不確実性や、道路に面していないことにより建築等使用収益が不可能

であることによる減価、専用通路を開設したとしても、路地状部分の価値が10 

劣ること及び有効宅地部分についても標準的な画地に比べて環境条件等が

劣ること等による減価を反映した補正をすることであり、無道路地補正率は、

取付道路開設方式及び鑑定評価先例等の試算により定められているところ、

原告が主張するように、無道路地に係る不整形地補正につき、当該画地（無

道路地）のみならず別画地部分も想定整形地に含めて蔭地割合を算出して不15 

整形度を求めることは、旗竿地となる場合に仮定的に不整形となることの減

価（無道路地補正）と趣旨が重複し、二重の減価となるものである。さらに、

本件住宅画地につき、原告の主張のとおりに想定整形地を設定した場合（別

紙８「確定図」参照）には、その想定整形地は、本件住宅画地の画地単位か

ら逸脱し、別の画地である本件駐車場画地も一画地に含めた形状で想定整形20 

地を作成しているものであって、このような想定整形地の設定の仕方は、一

画地を単位として画地計算法が適用されるとの評価基準の規定にもそぐわ

ない。そうすると、本件住宅画地に係る想定整形地につき、評価基準が定め

るとおり、正面路線に面する想定整形地を設定すべきであるとする原告の上

記主張は失当である。 25 

    また、原告は、事務取扱要領の定める無道路地補正に係る補正率について
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批判するが、登録価格の決定が違法となる場合との関係において主張の位置

付けが不明である。この点を措いても、無道路地補正において、無道路地の

土地所有者の意思によらない遮蔽物等の阻害要因によって出入りが容易で

ない場合の無道路地補正率を、評価基準に規定される下限０．６とした場合

には、実態的に通行が可能である無道路地については、専用通路開設の実現5 

の不確実性等による減価率は当然低くなるため、事務取扱要領では、「通行可」

の場合の補正率を０．７と規定しているのであって、このことは評価基準に

反するものではない。そして、本件住宅画地については、前面土地である本

件駐車場画地も原告の所有である上、通路部分が確保されていた令和３年度

以前と比べても、設置されていたコンクリートブロックを除去したのみであ10 

り、前面道路からの出入りは依然として容易であるから、本件住宅画地につ

き、建築等使用収益が不可能であることによる減価はないに等しく、無道路

地補正を行うに当たり、その補正率を下限の０．６とすれば過大な減価とな

ることは明らかである。そうすると、本件住宅画地に係る無道路地補正率が

０．７であることが合理的でないとする原告の主張は失当である。 15 

 （原告の主張） 

 (1) 本件住宅画地につき評価基準上の不整形地補正の適用があること 

  ア そもそも、評価基準では、画地計算法の説明として、不整形地の評点算出

法以外では画地の形状が矩形であることを前提に、補正率や加算率を乗じて

１㎡当たりの評点を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求め20 

ることとしていることからすれば、当該画地が不整形地である場合には、別

途評価基準上の不整形地補正の適用があることが当然である。 

    このことは、①評価基準は、無道路地の評点算出法（無道路地補正）に関

する記載において、評価基準上の不整形地補正について触れていないが、こ

のような記載ぶりは、側方路線影響加算法や二方路線影響加算法などでも同25 

様であり、側方路線や二方路線の場合にも評価基準上の不整形地補正の適用
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があるにもかかわらず、無道路地の場合にのみ評価基準上の不整形地補正を

行わないことは不自然であること、②評価基準上、間口が狭小な宅地等の評

点算出法については、「間口が狭小な画地又は奥行きが長大な画地（不整形地

及び無道路地は除く。）」と記載されており、間口が狭小な宅地等の評点算出

の場合に、評価基準上の不整形地補正や無道路地補正の適用がないことが明5 

記されている一方で、評価基準上の不整形地補正に関する記載においては、

特に無道路地を除外する旨の記載がされていないことからも裏付けられる。 

    したがって、評価基準上の不整形地補正は、評価対象画地が無道路地の場

合であっても適用されるものと解すべきである。 

  イ 評価基準上の不整形地補正を行う場合には、無道路地であっても、評価基10 

準どおりに蔭地割合を求める必要がある。また、評価基準は、評価対象画地

の無道路地が不整形地の場合の想定整形地の取り方について、別段の定めを

置いていないとしても、相続税の財産評価においては、この点の明確な解釈

が示されており、無道路地以外の場合と同様に、評価対象画地の全域を囲む、

正面路線に面する矩形又は正方形の土地で想定整形地を作成することとさ15 

れているのであるから、無道路地につき、評価基準上の不整形地補正を適用

する場合にも、相続税の財産評価と同様の方法で、想定整形地を設定すべき

である。したがって、無道路地について不整形地補正を適用する場合でも、

その蔭地割合の求め方は、「評価対象画地を囲む、正面路線に面する矩形又は

正方形の土地」（評価基準が定める想定整形地）の地積を算出して、当該地積20 

から評価対象画地の地積を控除したものを上記想定整形地の地積で除する

ことが必要である。 

    したがって、評価基準上の不整形地補正の適用がある場合に、蔭地割合の

算定の前提となる想定整形地の設定の仕方につき、α市長が本件不整形地補

正において行ったように、「評価対象画地を囲む、間口に面する矩形又は正方25 

形」の土地を設定するものに勝手に変更することは許されない。このような
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想定整形地の設定方法は、納税者も覚知することができず、納税者の経済活

動における法的安定性と予測可能性を害し、課税要件明確主義に反し、憲法

８４条が定める租税法律主義に反するものであって、違法である。 

  ウ 上記ア及びイによれば、本件不整形地補正に係る蔭地割合の算出の前提と

なる想定整形地の設定には違法があるところ、不整形地である本件住宅画地5 

につき、評価基準に従った正しい想定整形地を設定すると、別紙８「確定図」

の赤色線で囲まれた範囲のとおりであり、その地積は４１５．８０㎡（１５．

４ｍ×２７．０ｍ）となる。そして、本件住宅画地の地積は２５２．６８㎡

であるから、蔭地割合は３９．２％となり、これを評価基準上の不整形地補

正率表（評価基準別表第３の附表４）に当てはめると、本件住宅画地に係る10 

不整形地補正率は０．９２となる。 

    これによれば、本件住宅画地の本件各年度における評価単価は、１３万５

８８４円（正面路線価２１万１０００円×奥行価格補正率１．００×無道路

地補正率０．７０×不整形地補正率０．９２）となるから、本件各年度の本

件住宅画地の評価額は、合計で２９１８万７８８３円（別紙２のＴ１部分に15 

つき２８３９万９７５６円、Ｔ２部分につき７８万８１２７円）となり、こ

れは本件住宅画地の本件各年度における登録価格３０４５万６９２１円（別

紙２のＴ１部分につき２９６３万４５２８円、Ｔ２部分につき８２万２３９

３円）を下回っているから、本件各登録価格の算定は違法である。 

 (2) 本件住宅画地につき評価基準上の不整形地補正の適用がないとしても、被告20 

が設定した想定整形地（本件想定整形地）は違法であること 

  ア 被告は、事務取扱要領において、間口の定義を「画地の路線に接する部分

をいい、道路に直接接しない土地については、利用形態に関わらず、評価上

使用する路線に対し最有効利用となる部分とする」旨定めており、本件住宅

画地につき、本件想定整形地を設定する際には、本件住宅画地の正面路線に25 

近い面を間口であるとして、「評価対象画地を囲む、間口に面する矩形又は正



- 56 - 

 

方形」の土地を想定整形地（本件想定整形地）として設定している。しかし、

不動産鑑定評価基準（甲１５）は、「最有効使用の原則」について、「最有効

使用とは、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力

を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものであ

る」としていることからすれば、無道路地の最有効使用とは、「土地価格比準5 

表の手引き」（甲１６）に記載されているとおり、住宅地として利用するため

に最も適した道路に至る幅２ないし４ｍの通路を取り付けて、袋地（旗竿地）

とすることであって、本件住宅画地の正面路線に近い面（幅１１．６ｍ）の

全面にわたり正面路線に接するよう通路を設置することは、相当の通路開設

費用が必要であり、最有効使用になり得ない。そうすると、無道路地の間口10 

とは、当該無道路地の通路部分で路線に接する面とすべきであって（なお、

本件住宅画地については、被告自身も、通行可の通路が存在すると認定して

いる。）、路線に接しない面を間口とすべきであるとの上記主張は失当である。 

    したがって、仮に、無道路かつ不整形の土地である画地につき、評価基準

上の不整形地補正の適用がないとしても、被告が本件不整形地補正の際に設15 

定した本件想定整形地は不適切というべきである。 

  イ また、無道路地については、幅２ないし４ｍの通路を開設したとしても袋

地となることは変わりがないところ、袋地は、進入路となる路地状部分と建

物等の敷地となる有効宅地部分により構成される画地であり、路地状部分は、

通常建物等の敷地として利用できないことにより、また、有効宅地部分は一20 

般的に直接道路に接面する標準的な画地より快適性、利便性において劣るこ

とにより減価が生じることとなる。そして、無道路地については、無道路地

が道路に接していないことにより住宅地としての一般的な使用は現実には

不可能であるが、通路開設により使用可能となることに鑑み、住宅地として

利用するために最も適した道路に至る取付道路を想定して、袋地の評価方法25 

に準じて評価額を求め、この額から当該取付道路用地の取得原価等の通路開
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設に要する費用の額を差し引いて無道路地の価額を求めることとなる（「土

地価格比準表の手引き」〔甲１６〕参照）。そうすると、無道路地については、

「袋地の評価方法に準じて評価額を求める」のであるから、無道路地につい

て行う不整形地補正における想定整形地についても、袋地について実施され

る不整形地補正と同様に、評価基準が定める想定整形地、すなわち、「評価対5 

象画地を囲む、正面路線に面する矩形又は正方形の土地」とするのが妥当で

ある。 

  ウ さらに、無道路地補正につき、被告の定める事務取扱要領においては、①

「通行可」の場合には、「通行不可」の場合と比べて合理的な根拠なく無道路

地補正率が０．７と低く設定され、通路開設補正率の適用もないところ、事10 

務取扱要領上、無道路地について不整形地補正の適用があることを明確に規

定していることからすれば、上記無道路地補正率は、評価基準上の不整形地

補正の適用を前提に設定されており、通路開設後の袋地を想定した不整形の

減価が十分に考慮されておらず、正面道路から評価対象画地までの距離に応

じた評価対象画地の減価も適切に反映されていないと考えられること、②事15 

務取扱要領を前提とした場合の本件住宅画地の無道路地補正率（「通行可」の

場合の０．７）と、本件住宅画地につき評価基準上の不整形地補正を適用し

た場合の補正率（前記(1)ウの０．９２）を合わせても、その補正率は０．６

４４にとどまり、評価基準が定める無道路地補正率の下限０．６を下回るこ

とはなく、評価基準上の不整形地補正を適用しても補正割合が過大となるも20 

のではないことからすれば、本件住宅画地に関する不整形地補正についても、

評価基準のとおり、正面路線に面する想定整形地を設定すべきである。 

  エ 以上によれば、無道路地につき、評価基準上の不整形地補正の適用がなく、

所要の補正として不整形地補正を行う場合であっても、本件住宅画地に係る

想定整形地については、評価基準が定める想定整形地（評価対象画地を囲む、25 

正面路線に面する矩形又は正方形の土地）を設定すべきである。 
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    そして、前記(1)ウのとおり、本件住宅画地につき、評価基準上の想定整形

地を設定した場合には、本件住宅画地の価格は、本件住宅画地の本件各年度

の登録価格を下回っているから、本件各登録価格の算定は違法である。 

２ 争点２（いわゆる「運用上のみなし方式」の適否）について 

 （被告の主張） 5 

   被告は、当該年度の賦課期日において、宅地の地積、形状等につき当該宅地の

当該年度の前年度の賦課期日における現況から変更があることにより、地目の変

換等（地方税法附則１７条５号。なお、農地から宅地等への地目変更のように課

税標準額の算定方法自体が変更される場合を除く。）がある場合には、運用上のみ

なし方式を用いて、当該土地の当該年度の課税標準額を算出しているところ、以10 

下のとおり、上記の場合に、運用上のみなし方式を用いて課税標準額を算出する

ことは、地方税法に反するものではなく、適法である。 

 (1) 運用上のみなし方式は地方税法附則１７条７号に反しないこと 

   当該年度の賦課期日において地目の変換等がある土地については、当該土地

の課税標準額を算定するに当たって前提とすべき前年度課税標準額は、地方税15 

法附則１７条７号により、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に、類似土地の前年度課税標準額を当該類似土地の当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額（比

準課税標準額）をもって定めるべきとされているところ、ここでいう「類似土

地」とは、「当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在20 

するもの」と定義される。そして、地方税法附則の規定上、類似土地をどのよ

うな基準で選定するのかということまで詳細に定められているわけではなく、

その選定に係る判断は行政に委ねられている。 

しかるところ、運用上のみなし方式は、地目の変換等があった後の土地につ

き、地目の変換等があった後の当該土地が過去から存在していたと仮定した場25 

合の価格推移を算出し、各年度の負担水準を算出した上、当該地目の変換等が
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あった後の当該土地の前年度の課税標準額を求める方法であるが、地目の変換

等（地積や画地の変更）が生じた後の当該土地についてみれば、当該土地その

ものは、前年度における賦課期日にも所在している一方で、当該土地は、前年

度における賦課期日の時点では、地目の変換等が生じる前の状態であったので

あるから、（地目の変換等があった後の）当該土地そのものであるともいえず、5 

かかる土地（地目の変換等があった後の当該土地）は、前年度の賦課期日に所

在する類似土地に該当するといえる。したがって、運用上のみなし方式は、地

方税法附則１７条７号に反するものではない。 

 (2) 運用上のみなし方式には合理性及び妥当性が認められること 

   比準課税標準額の算定の前提となる類似土地は、地目の変換等があった土地10 

と価格事情が類似する土地を選定する必要があり、できる限り同一の路線価を

用いて評価を行っているものを選定し、かつ対象地が正面にのみ路線に面して

いるものである場合には、類似土地についても同一のもの、また個別の補正に

ついてもできる限り同一のものが望ましいと考えられるところ、同一街路上に

複数の類似土地が存する場合や、同一街路上に当該土地と同様の条件を満たす15 

類似土地が存しない場合などに関しては、適正な類似土地の選定判断が困難な

場合が生じ、担当職員の判断に委ねられる部分が大きく、恣意的課税につなが

るおそれが否定できない。また、地目の変換等がない通常の土地については、

負担水準は、過去からの負担調整措置の積み重ねの結果として表れるものであ

り、それは、その土地の価格の変遷の仕方によって異なるものであるところ、20 

類似土地は、当該土地が過去から存在したと仮定した場合の価格の水準と同じ

価格推移をたどってきたと認められる土地を選ぶことが望ましいと考えられる。

これらによれば、運用上のみなし方式は、正に地目の変換等があった後の当該

土地が過去から存在していたと仮定した場合の価格推移と同一の価格推移に基

づき、課税標準額を算出することとなるため、比準課税標準額の算定に当たっ25 

て最適な方法であり、合理性が認められる。 
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   また、第二年度及び第三年度の賦課期日において地目の変換等が生じた土地

の価格評価については、「当該土地に類似する土地の基準年度の価格に比準す

る価格」を算定することになる（地方税法３４９条２項、３項及び５項各ただ

し書）ところ、ここでいう「比準する」とは、同一の街路（路線）に面する（価

格水準が同一である）土地を類似土地として選定し、その類似土地と当該土地5 

の形状等の個別事情に応じた補正を行って（地目等の異同を是正して）、当該土

地の価格評価をすることを意味するから、上記価格評価の際、当該土地自体を

類似土地として再評価することは、上記方法（類似土地の基準年度の価格から

比準する方法）と実質的にその評価の内容が同一であるといえ、それ自体違法

なものではない。そして、地方税法附則１７条７号が、比準課税標準額の算出10 

に当たり類似土地を用いることとしたのは、同法３４９条と平仄を合わせたも

のであり、同法附則１７条７号にいう類似土地と、同法３４９条にいう「類似

する土地」とは同意義であると解される。これらによれば、上記地方税法３４

９条２項ただし書等に基づく価格評価に際し、類似する土地に比準して価格を

求めることと、対象地そのものを類似土地として価格を算出することは同じで15 

あるから、課税標準額の算定についても、対象地そのものを類似土地として算

定すること（運用上のみなし方式を用いること）は合理性があるといえる。 

   さらに、地目の変換等があった土地における類似土地の選定方法及び課税標

準額の算定方法に関し、全国の中核市６１市に対して照会文書を送付したとこ

ろ、これに回答した５９市のうち、前年度に係る賦課期日に所在する土地を類20 

似土地として選定している５市を除いて、９割以上の自治体（５４市）が、被

告と同様に当該土地自体を類似土地として運用上のみなし方式を採用している

（乙３１）。そうすると、全国の大多数の自治体では、負担水準にばらつきが残

る中で、地目の変換等があった地域における類似土地の選定方法や課税標準額

の算定方法につき、被告と同様の方法（運用上のみなし方式）が採用されてお25 

り、かかる算定方法は、広く一般に用いられているのであって、この意味でも、
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運用上のみなし方式には合理性があるといえる。 

   なお、原告は、地方税法附則１７条７号が、地目の変換等があった土地につ

いて類似土地を用いた比準課税標準額を算定することとしている趣旨は、付近

の土地との税負担の均衡を図ることにあるところ、運用上のみなし方式は、か

かる地方税法の趣旨に適合していない旨主張する。しかし、土地の価格を算出5 

するための路線価は、標準宅地の適正な時価から算出され、これに基づいて当

該標準宅地の沿接する街路について路線価を付設し、これを基礎として、宅地

の利用上の便等を総合的に考慮してその他の路線価を付設することから、同一

の路線に面している土地間の価格に対する課税標準の割合は近似するといえる。

そうすると、当該土地を類似土地として選定し、これが過去から存在したと仮10 

定した場合の価格推移を算出する運用上のみなし方式においては、正面路線に

面する付近の土地との負担水準の均衡はおおむね図られているといえる。 

 (3) 運用上のみなし方式が租税法律主義に反するとはいえないこと 

   前記(1)で述べたとおり、運用上のみなし方式は、地方税法附則１７条７号に

反するとはいえない。 15 

   また、上記(2)で述べたとおり、運用上のみなし方式は、地目の変換等があっ

た土地について、過去から存在していたとみなした場合の価格の推移を基に当

該土地そのものの正確な負担水準を求めることができ、最も適切な課税標準額

を算定できることから、決して恣意的課税となるものではない上、逆に状況に

よっては当該土地以外の類似土地を選定することが恣意的課税につながるおそ20 

れがあることからすれば、租税の公平負担を図る適正な手段としての意義は明

確であり、租税法律主義の精神を没却するものではない。さらに、納税義務者

から、その所有する土地の課税標準額や税額等について、説明を求められたり、

疑義が生じたりした場合等については、当該土地の負担水準を基に算出された

前年度の価格や課税標準、税額と比較して説明することができるから、納税義25 

務者にとって必ずしも法的安定性や予測可能性を害するものとはいえない。こ
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れらによれば、仮に、運用上のみなし方式につき、地方税法附則１７条７号の

文言にそぐわない面があるとしても、かかる方式を採用することが租税法律主

義に反するとまでいうことはできない。 

 （原告の主張） 

    以下のとおり、被告が、地目の変換等が生じた本件各土地の課税標準額の算定5 

について、運用上のみなし方式を採用したことは、地方税法に反するものであっ

て、違法である。 

 (1) 運用上のみなし方式は租税法律主義に違反すること 

   地方税法附則１７条７号にいう類似土地とは、「当該土地に類似する土地で

当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの」であるところ、運用上のみ10 

なし方式は、地目の変換等があった土地につき、地目の変換等があった後の当

該土地が前年度の賦課期日に存在していたものとみなして、当該土地の価格推

移を再計算するものであるが、地目の変換等があった後の当該土地は、前年度

の賦課期日には存在していなかったのであるから、地方税法附則１７条７号に

いう「類似土地」の定義に当てはまらないことは明らかである。 15 

   また、地方税法附則１８条の３は、用途変更宅地等（令和３年度から令和５

年度までの各年度の賦課期日において所在する宅地等で、その賦課期日におけ

る用途が前年度の賦課期日における用途と異なるもの）に係る前年度課税標準

額につき、いわゆる平均負担水準方式（当該土地の前年度の課税標準額に、当

該変更後の用途に係る当該市町村に所在する全ての土地の前年度課税標準額の20 

総額を固定資産税の評価額の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする方式）

を採用している一方で、経過措置として、市町村の条例で定めるところにより、

上記規定を適用せず、前年度から変更後の用途であったものとみなして負担調

整措置を適用することとしている（いわゆる「条例によるみなし方式」。令和３

年法律第７号附則１４条）。この一方で、地方税法附則において、用途変更宅地25 

等に該当しない通常の地目の変換等の場合に、用途変更宅地等の場合に認めら
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れるみなし方式（条例上のみなし方式）の適用を認める規定はない。 

   さらに、被告自身も、運用上のみなし方式について、法令に規定はなく、条

例にも、事務取扱要領にも規定されていないことを認めている（甲１８）。 

   これらによれば、運用上のみなし方式は、地方税法等の法令に規定がないだ

けでなく、被告の条例や事務取扱要領等にも一切記載はなく、納税義務者も確5 

認することができない独自の方法で、α市長が課税標準額を算定するものであ

って、納税義務者の経済活動における法的安定性と予測可能性を害しており、

課税要件明確主義に反し、租税法律主義に反して違憲であることは明白である。 

 (2) 運用上のみなし方式には合理性がないこと 

   被告は、運用上のみなし方式には合理性があるなどと主張する。しかし、そ10 

もそも、課税標準額や税額は、法令の規定に基づいて算定してこそ正しいもの

となるのであって、法令に規定されていない運用上のみなし方式により算定さ

れた課税標準額は正しいものではないから、運用上のみなし方式に合理性があ

り、これを採用することが法令に反しない旨の上記主張は、本末転倒である。 

   この点を措いても、地方税法は、税負担の調整措置において、同一の用途の15 

宅地についてはできるだけ同一の負担水準であるべきとする考え方から、負担

水準の均衡化を重視しており、地目の変換等があった場合に、比準課税標準額

を用いて「前年度分の課税標準額」を算定するのは、付近の土地との税負担の

均衡を図ることにその目的があると解される。しかるに、運用上のみなし方式

は、当該土地の過去の課税標準額の算定過程をたどるのみで、付近の土地の負20 

担水準等を考慮していない上、地方税法の規定のとおり比準課税標準額を用い

れば、当該土地の負担水準は類似土地のものと同一となるところ、運用上のみ

なし方式を用いたのでは、当該土地につき必ずしも付近の土地と負担水準の均

衡が図られるとは限らない。そうすると、運用上のみなし方式は、負担水準の

均衡化を重視する地方税法附則の趣旨に適合しているともいえない。 25 

   また、被告は、運用上のみなし方式を用いる理由として、負担水準にばらつ
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きが生じることから、類似土地の選定が困難であることを挙げる。しかし、そ

もそも、被告は、純粋な地目変更の場合を除き、個々の土地ごとに類似土地の

選定の困難性を何ら検討しないまま、原則として、運用上のみなし方式を採用

しているのであり、こうした運用は、地方税法附則１７条７号の規定を蔑ろに

するもので、法令の趣旨に反して違法であることは明らかである。この点を措5 

いても、同じ標準宅地を基に街路の路線価が付設されている地域の宅地であれ

ば、宅地の利用状況が同一であり、宅地の利用上の便等がさほど相違しない地

域であることから、同地域内で類似土地の選定が難しくなる場合がそれほど多

いとは考えられない。そして、本件各土地については、正面路線が「主要な街

路」となっており、同路線上に標準宅地も存在しているから、少なくとも、本10 

件各土地について、類似土地の選定が困難である事情は一切ない。かえって、

上記のように、同じ標準宅地を基に街路の路線価が付設されている地域内では、

負担水準を同一にして均衡化を図ることが、税負担の公平性の観点から重要で

あり、負担水準にばらつきがあるからこそ、その均衡化のため類似土地を選定

するのであって、運用上のみなし方式を用いると、付近の土地との負担水準の15 

均衡化を図ることができず、地方税法の趣旨に反する不当な結果となる。 

   さらに、被告は、運用上のみなし方式は、被告以外の多数の自治体でも採用

されているなどと主張するが、かかる主張は、赤信号みんなで渡れば怖くない

と主張するようなものであり、地方税法の規定がないことに変わりはなく、上

記の事情が、運用上のみなし方式の合理性の根拠となることはあり得ない。 20 

３ 争点３（本件委員会が本件各審査決定をしたこと及びα市長が本件各賦課決定

処分をしたことの国家賠償法上の違法性及び過失）について 

 （原告の主張） 

  前記１及び２のとおり、本件各登録価格及び本件各賦課決定処分に係る固定資

産税等の金額は、いずれも法律上の根拠なく算定されたものであり、違法である。 25 

そして、上記２のとおり、被告は、運用上のみなし方式が、法令や被告の条例、
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事務取扱要領等に規定されていないことを認識していたのであるから、法令に規

定のない方法で違法に課税標準額を算定したことについては、α市長に故意が認

められる。また、α市長が行った本件住宅画地に関する本件不整形地補正の前提

としての想定整形地（本件想定整形地）の設定や、運用上のみなし方式は、事務

取扱要領等の文書等に全く記載されておらず、納税者が知る術のない方法で、不5 

意打ち的に本件各土地の登録価格や課税標準額を算定するものであって、課税要

件明確主義に反することは明らかであるから、本件委員会及びα市長には、少な

くとも重大な過失が認められるというべきである。 

したがって、本件委員会が本件各審査決定をしたこと及びα市長が本件各賦課

決定処分をしたことは、いずれも、本件委員会及びα市長の負うべき職務上の法10 

的義務に違背していることは明白であり、国家賠償法上違法であるほか、この点

につき本件委員会及びα市長には少なくとも過失がある。 

 （被告の主張） 

  前記１及び２のとおり、本件各土地の登録価格の決定及び本件各賦課決定処分

に係る固定資産税等の金額の算定については、法令等に則り、適正にされている15 

から、本件委員会が本件各審査決定をしたこと及びα市長が本件各賦課決定処分

をしたことは、国家賠償法上違法とはいえず、本件委員会及びα市長に過失があ

るともいえない。 

４ 争点４（損害の発生及びその数額）について 

 （原告の主張） 20 

  原告は、本件委員会が本件各審査決定をしたこと及びα市長が本件各賦課決定

処分をしたことにより、弁護士に依頼して、本件訴訟の提起を余儀なくされ、弁

護士費用に相当する損害を被った。もっとも、かかる損害は、行政処分の取消訴

訟という特殊の類型に基づくものであり、その額を立証することが困難であるた

め、民事訴訟法２４８条に基づき、相当な損害額を認定するべきであるが、上記25 

損害額は、２００万円程度が相当と考える。 
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 （被告の主張） 

  争う。 

 


